
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 

部の運営方針 

枚 方 市 



新たな行政経営システムの構築に向けた 

「部の運営方針」の公表にあたって 

 

枚方市では、「新行政改革大綱」で示した行政改革の方向性を踏まえた具体的な取り組み

を推進するため、平成 25 年 3 月に策定した「行政改革実施プラン（前期＝平成 25～平成

27 年度）」において、その改革課題の設定を行い、同プランに基づく取り組みを進めている

ところです。 

 

この新行政改革大綱や行政改革実施プランでは、その取り組みの大きな柱の一つとして、

選択と集中を実現する行政経営システムの構築を掲げています。このシステムは、市のまち

づくりの方針決定を行う、「施策における選択と集中」とそれを受けて各部が取り組む重点

施策や課題を示した「各部における選択と集中」から成り立っており、「部の運営方針」は

それを実現するための取り組みの一環として、平成 25 年度より作成・公表しているもので

す。 

「部の運営方針」は、市の各行政計画や市政運営方針、前述の行政改革実施プラン、ある

いは人材育成基本方針などに示された施策を具現化していくために、各所管部がその役割を

踏まえ、毎年度、重点的・集中的に取り組む事業や課題などを市民や議会に公表することで、

新たな行政経営システムの構築につなげていこうとするものです。 

 

「部の運営方針」では、各部における基本方針をはじめ、Ⅰ重点施策・事業、Ⅱ行政改革・

業務改善、Ⅲ予算編成・執行、Ⅳ組織運営・人材育成、Ⅴ広報・情報発信、といった５つの

観点に着目したそれぞれの取り組みをまとめて示しています。 

中でも、Ⅱ行政改革・業務改善については、「行政改革実施プラン」で示した改革課題を

着実に推進していくため、所管するすべての課題について、その取り組み内容や目標を示す

こととしています。業務改善についても、各部における業務執行をより効率的・効果的に進

める観点から取り組む内容を示しています。 

また、Ⅳ組織運営・人材育成では、「人材育成基本方針」で示した、自律型職員への成長

を支える観点から、長期的・継続的かつ職場を基盤とした人材育成に取り組むとともに、各

部においても所管業務の特性を踏まえた取り組みを示しています。Ⅴ広報・情報発信では、

各部に設置した情報発信リーダーの活用も図りながら、各部の重点事業や特色ある取り組み

を効果的に PR する手法などを示すこととしています。 

 

平成 27 年度では、市政二期目の最終年度として、これまでのまちづくりの成果と課題を

踏まえて、各部での取り組みを着実に進めて参ります。 

 

平成 27 年５月 

       枚方市長 竹内 脩  

 



 

 

 

 

 

 
 ○○部 

運営方針 

◇重点施策・事業 
・各行政計画 
・市政運営方針 

◇行政改革・業務改善 ・行政改革実施プラン 

◇組織運営・人材育成 
・人材育成基本方針 
・職員定数基本方針 

◇広報・情報発信 

＜市のまちづくりの方針決定＞ 

＜各部運営方針案の作成＞ 

各部取り組みの実績に基づき 

次年度の方針づくりへ 
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＜各部運営方針を決定＞ 

＜各部運営方針に基づく取り組み展開＞ 

各年度における重点施策とその実現のための事業計画の決定 

新行政改革大綱 

総合計画 

基本構想（めざすまちの姿） 

基本計画（施策目標と取り組みの方向） 

市 

 

民 

報告 公表 

◇予算編成・執行 

目
標
・
優
先
度
の
設
定 

・包括予算制度 

長期財政の見通し 

施策評価制度 

基本計画に基づく取り組みとその目標 

社会情勢の変化 

 

新たな行政経営システムの流れ<イメージ> 

≪行政改革実施プラン抜粋資料≫ 



■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本方針 ■ 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅰ  重点施策・事業 

行政運営に係る各種計画等に基づく事業

や公約施策などについて、当該年度に「選

択と集中」の観点から、重点施策・事業を

設定し、その取り組み内容及び達成目標を

示した項目です。 

新行政改革大綱に基づき策定した「行政改

革実施プラン」及び事務事業総点検の結果を

踏まえ、当該年度に取り組む改革・改善課題

及びその達成目標を記載した項目です。 

また、公用車事故防止や満足度の高い窓

口対応など、全庁的な取り組みを踏まえた、

各部における具体的な業務改善の内容とそ

の達成目標も示しています。 

予算編成方針を踏まえ、各部における経常経

費の縮減策など、見直し・改善の内容を記載す

るとともに、予算執行の過程で予定している効

率化などの取り組み内容を示した項目です。 

 

効率的で効果的な業務執行を進めるため、

時間外勤務の縮減の視点も含め、各部におけ

る組織運営の取り組み内容を示した項目で

す。 

また、「人材育成基本方針」に基づく、長

期的・継続的な視点に立った自律型職員の育

成など、全庁的な取り組みを踏まえた各部に

おける具体的な人材育成に係る取り組み内

容を示しています。 

Ⅲ  予算編成・執行 

各部の施策や事業、行政改革の取り組み等

について、市民により効果的に情報発信して

いく手法を示した項目です。 

また、情報発信リーダーの活用を図るなど

の、全庁的な取り組みを踏まえた都市ブラン

ドの推進をはじめとする、本市の魅力向上に

つなげるための、各部の特色ある取り組みも

記載しています。 

各部の役割に基づき、当該年度の目標や方

向性を示すとともに、市民や市議会からの意

見や施策評価の結果、また、都市ブランドの

推進や中核市への移行等を踏まえ、各部にお

いて、当該年度に取り組む内容や姿勢等につ

いて、示した項目です。 

※当該部における課以上の組織

を記載しています。 

＜平成○○年度＞ 

○○○部の運営方針 

＜部の職員数＞H○○年 4 月 1 日現在 

正職員 ○ 名 

再任用職員 ○ 名 

任期付職員 ○ 名 

非常勤職員 ○ 名 

合計 ○ 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

 

※各部の分掌事務を記載しています。 

「部の運営方針」の見方 

 



目 次 

 

行政改革部 P.1 

政策企画部 P.5 

市民安全部 P.9 

総務部 P.13 

財務部 P.17 

地域振興部 P.21 

健康部 P.25 

福祉部 P.29 

子ども青少年部 P.33 

環境保全部 P.37 

環境事業部 P.41 

都市整備部 P.45 

土木部 P.49 

公共施設部 P.53 

会計管理者 P.57 

水道部 P.59 

下水道部 P.63 

市立ひらかた病院 P.65 

枚方市教育委員会 各部の運営方針 P.69 

管理部 P.73 

学校教育部 P.77 

社会教育部 P.81 

選挙管理委員会事務局 P.85 

監査委員事務局 P.87 

農業委員会事務局 P.89 

市議会事務局* P.91 

 

※市議会事務局についても、あわせて掲載しております。 



 

 

 

 

 

 



■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 行政改革の推進に関すること。 

(2) 行政組織に関すること。 

(3) 事務事業の見直しの総括に関すること。 

(4) 地方分権の推進に関すること。 

(5) 社会保障・税番号制度導入の総括に関すること。 

 

 

枚方市の『魅力』向上をめざし、新たな行政

改革を進めるため、平成 24 年度に策定した「枚

方市新行政改革大綱」及び課題と目標を具体的

に示した「枚方市行政改革実施プラン《前期》」

に基づき、それぞれの改革課題への取り組みを

引き続き進めていきます。 

平成 27 年度は、「プラン《前期》」における

計画期間の最終年度となることから、達成状況

の評価・検証を行った上で、平成 28 年度から

平成 31 年度の４か年を計画期間とした「枚方

市行政改革実施プラン《後期》」を策定します。 

また、「プラン《前期》」に掲げた改革課題で

ある「改革・改善サイクル」や「民間活力活用

業務の評価・検証」などの取り組みを着実に進

めていきます。 

このほか、大阪発“地方分権改革”ビジョン

に基づく権限移譲については、さらなる市民サ

ービスの向上につながるよう、引き続き、取り

組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆枚方市行政改革実施プラン《後期》の策定 

「枚方市新行政改革大綱」に基づき、平成 25

年 3 月に策定した「枚方市行政改革実施プラン

《前期》」の取り組み状況を踏まえ、平成 28 年

度から平成 31 年度までの４か年に本市が取り

組むべき改革課題を示した「枚方市行政改革実

施プラン《後期》」を策定します。 

 

◆改革・改善サイクルの運用により、継続的な

事業の見直しを推進 

平成 26 年度から実施している「改革・改善

サイクル」を引き続き実施し、事務事業を横断

的に点検・評価し、継続的な事務事業の見直し

や改善を図ります。 

 

◆民間活力の効率的活用に向けた、民間活力活

用業務の評価・検証を実施 

平成 27 年度から新たな取り組みとして、業

務委託や指定管理者制度の導入を行った事業に

ついて、行政の役割と責任を踏まえ、その効果

や課題を評価・検証し、今後の民間活力の活用

に活かしていきます。 

 

 

 

＜平成 27 年度＞ 

行政改革部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 11 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 - 名 

合計 11 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 

1



◆中核市移行による権限を活用した市民サービ

スの充実 

平成 2６年４月の中核市移行により権限の移

譲を受けた事務の執行状況等の確認を行い、中

核市としての権限を活かした、市民サービスの

さらなる充実を図ります。 

 

◆マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）

の円滑な導入 

平成 27 年 10 月からの市民への個人番号の

通知、平成 28 年 1 月からの希望者への個人番

号カードの発行及びマイナンバー利用開始に向

け、必要なシステム改修及び特定個人情報保護

評価等の事務が円滑に行われるよう、関係各課

と連携して取り組みます。また、市民の利便性

向上や行政事務の効率化につながる独自利用に

ついての調査・研究を進めます。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

5．新たな情報提供

サービスの開始 

コールセンターの導入に

向けて、具体的内容を決定

する。 

17．部における

「選択と集中」の

システムづくり 

平成 26 年度 部の取り組

み実績及び平成 27 年度 

部の運営方針を取りまと

め、公表する。 

18．機能的で柔軟

な組織づくり 

課題に応じたプロジェク

トチーム制度の活用など、

事業実施に際し、より柔軟

で機動性を持った体制の

整備を図る。 

21．「改革・改善

サイクル」の構築 

平成 26 年度に引き続き、

事 務 事 業 を 横 断 的 に 点

検・評価し、継続的な事務

事業の見直し・改善を進め

る。 

 

 

 

29．外郭団体等に

お け る 中 期 的 な

「経営プラン」の

策定 

平成 26 年度に引き続き、

各所管部と連携し、外郭団

体等の「経営プラン」の策

定に向けて取り組む。 

30．都市間連携の

充実 

自治体間の共通の行政課

題の解決に向け、他の自治

体との意見交換等を進め

る。 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

行政の役割と責任やセー

フティネットの確保等の

視点から、技能労務業務の

将来的なあり方を明確に

し、それを踏まえた業務毎

の今後の方向性について、

基本的な考え方を示す。 

35．新たな業務改

善活動の推進 

窓口業務の品質向上に特

化した枚方市品質マネジ

メントシステムや業務改

善制度及び職員提案制度

の適切な運用を図る。 

36．民間活力活用

業務の評価・検証

の仕組みづくり 

今後の民間活力の活用に

活かすため、業務委託や指

定管理者制度の導入を行

った事業について、外部の

視点を活用しながら、その

効果や課題を評価・検証す

る。 

37．指定管理者制

度の導入拡大 

指定管理者制度の導入拡

大については、施設の設置

目的や役割を踏まえたう

えで、効率的な管理運営

と、市民サービス向上の両

面から検討を行う。 

44．施設の使用料

の見直し 

市有施設の維持等に係る

負担の公平性・受益者負担

の適正化の観点から、施設

使用料の設定基準を作成

する。 

44．施設の使用料

の見直し 

①来庁者・利用者

用駐車場 

関係部と連携しながら、有

料化対象施設及び有料化

実施時期を決定し、順次、

有料化実施に向けた手続

きを進める。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

事務事業実績測定

運営事務 

市民への説明責任の履行

や行政の透明性向上の観

点を踏まえ、調書記載内容

のさらなる精度向上や均

質化を図るとともに、市民

により分かりやすい内容

とするため、各部署への作

成趣旨の一層の浸透や、作

成期間の十分な確保を行

うなど、取り組みの充実を

図っていく。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

部内各業務におけ

る月次事務処理リ

ストを作成 

各担当者が月間に取り組

むべき事務処理リストを

作成し、部内職員で共有す

る。あわせて、事務執行上

の課題や問題点を同リス

トに記載していくことで、

問題意識を共有し、解決策

の検討・改善につなげ、効

率的な事務執行を推進す

る。 

所管条例、規則等

に係る説明書の作

成 

所管する条例、規則等に係

る説明書を作成すること

により、業務への理解の深

化及びより均質かつ安定

的な業務執行につなげて

いく。 

 

 

 

◆改革・改善サイクルや民間活力活用業務評

価・検証に係る継続的な取り組みなどを進め

るための経費として、２８１万円を予算計上

しました。これらの経費については、費用対

効果を意識し、効率的な執行に努めます。 

 

 

 

◆機構改革で行政改革課と行政管理課を統合し、

行政改革部を「室・課を置かない部」へ改編

したことにより、組織のスケールメリットを

活かし、より効率的に事務を執行します。 
 

◆新たな行政改革の取り組み課題等の調査・研

究のため、先進都市への視察等を行い、より

効率的・効果的な実施方法の検討や企画立案

等を行います。 
 

◆部で執行する事務について、必要な知識の習

得や認識の共有化を図るため、部内職員相互

による研修会の開催や、新たな行政改革の取

り組み課題の設定に向けた積極的な企画提

案を行う検討会議などを開催し、自ら考え行

動する自律型職員の育成を図ります。 
 
 

 

◆行政改革に関する情報発信 

行政改革に係る取り組みを伝える「行革かわ

ら版」の発行等を通じて、市民にわかりやすい

情報発信をタイムリーに行います。 

また、平成 26 年度から全庁的な取り組みと

して推進している業務改善制度について、さら

なる庁内活性化を図ることを目的として、職員

向けに「業務改善 NEWS」や「業務改善事例集」

を作成・発行するなど、積極的に情報発信して

いきます。 
 

◆ホームページの充実 

行政改革に係る取り組みを市民に伝えるホー

ムページについて、掲載内容を精査するなど選

択と集中を図る観点から情報を整理し、市民が

閲覧しやすく、わかりやすい情報発信に努めま

す。 
 

◆マイナンバー制度に関する情報発信 

マイナンバー制度の利用開始を控え、制度の

仕組みや、市民にとってのメリット、個人情報

保護などについて、「広報ひらかた」やホームペ

ージをはじめ、さまざまな機会を通じて十分に

お知らせし、理解浸透を図っていきます。 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

3



 

4



■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 市政の総合計画及び調整に関すること。 

(2) 行政評価に関すること。 

(3) 広域行政の推進に係る総合調整に関すること。 

(4) 広報及び報道機関との連絡に関すること。 

(5) 秘書に関すること。 

(6) 広聴及び市民相談に関すること。 

(7) 人権、非核平和及び男女共同参画施策に関すること。 

 

 

市民満足度を高め、「住みたい・住み続けたい

まち」から「市民が誇れるまち」へと飛躍する

ためには、長期的な視点で市民ニーズを的確に

捉えた戦略的な行政運営を行っていくことが必

要です。 

平成 27 年度は、今後のまちづくりを進める

上での最上位計画となる総合計画を策定し、あ

わせて平成２８年度から平成３１年度までの実

行計画を策定します。また、総合計画と連携し

ながら人口減少への対応や移住・定住の促進を

図るため、国が進める地方創生の一環として、

地方版総合戦略（以下「総合戦略」という。）を

策定します。 

また、都市ブランドとして掲げる教育文化・

健康医療といったまちの魅力や新たに策定する

総合戦略に基づく各種取り組みを、市内外に広

く効果的に情報発信します。さらに、災害時や

緊急時の的確な情報発信にも努めます。 

恒久平和の実現やまちづくりにおける一人ひ

とりの人権の尊重は普遍的に取り組まなければ

ならない課題であり、戦争の悲惨さや平和の尊

さを次の世代に伝える平和施策や人権啓発を進

めるとともに、性別にかかわりなく誰もがいき

いきと暮らせる男女共同参画社会の実現を目指

した事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第５次枚方市総合計画・総合戦略の策定 

長期的な視点に立ち、総合的かつ計画的な行

政運営を行うため、平成２８年度を始期とする

第５次枚方市総合計画を策定します。あわせて、

まち・ひと・しごと創生法に基づく本市が講ず

べき今後５か年の取り組みを定める総合戦略を

策定します。さらに、その内容を様々な手法に

より発信します。 

 

◆広報機能の充実 

市市市市ホームページホームページホームページホームページ 庁内における操作研修の

実施や新たなデザインページの作成などを実施

し、誰にでも見やすく、目的とする情報を探し

やすいホームページを目指します。また、平成

27 年度末のケーブルテレビ放送終了を見据え、

ホームページでの動画配信の充実を図ります。 

都市戦略室政策企画課  

都市戦略室広報課   

秘書課 

市民相談課 

人権政策室 

＜平成 27 年度＞ 

政策企画部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 44 名 

再任用職員 3 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 4 名 

合計 51 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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広報広報広報広報ひらかたひらかたひらかたひらかた 小・中学生など、若い世代を

含めた幅広い世代に読んでもらえる紙面づくり、

新たな企画に取り組みます。 

情報発信情報発信情報発信情報発信リーダーリーダーリーダーリーダー 情報収集と情報発信力

の向上を目指した研修を実施するとともに、積

極的な情報発信を働きかけます。 

 

◆市勢要覧の発行 

市の特色あるまちづくりや魅力を紹介する冊

子として、リニューアル発行します。 

 

◆終戦 70 年平和事業 

今年は終戦 70 年になることから、悲惨な戦

争の経験を風化させることのないよう、戦争の

恐ろしさや平和の尊さを、朗読や人形劇、沖縄

戦・原爆に関するパネル展など様々な手法で幅

広い世代に伝えます。 

 

◆第 3 次枚方市男女共同参画計画の策定 

男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進

するため、平成 28 年度を始期とする第 3 次枚

方市男女共同参画計画を策定します。 

 

◆ＤＶ被害者をつくらない社会づくり 

配偶者や恋人からの暴力に悩む市民からの相

談件数は年々増加しており、相談内容も多岐に

わたるため、関係機関と連携して、一人ひとり

の被害者に寄り添った支援に努めます。また、

DV を予防、防止する観点から、各種啓発事業

や教育委員会と連携した事業を展開するなど、

ＤＶ被害者をつくらない社会づくりに取り組み

ます。 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取組内容・目標 

1.広報機能の

充実 

見やすいホームページを目指

し新たなデザインページを作

成するとともに、ツイッターや

フォトニュースを活用した積

極的な情報配信を行う。広報ひ

らかたでは若い世代にも読ん

でもらえるような紙面づくり

を進める。 

4.広聴機能の

充実 

市民の声を市政に反映する取

り組みとして、さまざまな広聴

手法を活用して幅広い市民の

声を収集し、施策に反映してい

く。また、ＩＴ媒体を利用した

携帯・スマホアンケートについ

ては、より安全な配信手法に変

えて実施する。 

5.新たな情報

提供サービス

の開始 

コールセンターの導入に向け

て、具体的内容を決定する。 

6.施策評価制

度の確立 

最終年度となる第 4 次枚方市

総合計画の実績評価を行うと

ともに、第 5 次枚方市総合計

画における評価制度の詳細を

検討していく。 

15.新総合計

画の策定 

第５次枚方市総合計画の策定

に向けて、引き続き取り組みを

進める。 

16.施策にお

ける「選択と

集中」のシス

テムづくり 

第 5 次枚方市総合計画の実効

性を高めるため、施策における

「選択と集中」が可能となる新

たな都市経営システムを構築

する。 

29.外郭団体

等における中

期的な「経営

プラン」の策

定 

特定非営利活動法人枚方人権

まちづくり協会の中期的な「経

営プラン」が平成 27 年度中に

策定されるよう協力する。 

30.都市間連

携の充実 

市民サービスの向上につなが

る広域連携の取り組みについ

て、近隣の自治体との意見交換

や先進事例の研究に努める。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取組内容・目標 

学園都市ひら

かた推進協議

会事務 

より多くの市民が参加できる

事業内容や、より多くの学生が

関わることのできる事業内容

を各大学と調整し検討してい

く。 

 

 
 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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ケーブルテレ

ビ放送活用事

業 

ケイ・オプティコムによるケー

ブルテレビ放送は平成 28 年

３月で終了する。それに伴い現

在共同制作している 20 分の

市政情報番組は９月放送分で

終了し、10 月から 28 年３月

までは 5 分程度のニュース番

組を共同制作して、市ホームペ

ージでも同時配信する。 

モニタリング

事業 

市政モニターアンケート、イン

ターネットアンケート、携帯・

スマホアンケートなど各手法

の特徴等を生かした効率的な

アンケートを実施していく。 

市民の声運営

事務 

市政に対する市長への提言は

がきやメールなどで寄せられ

た市民からの意見・要望等に迅

速に対応を行っていく。また、

市民の声を市政に反映させる

ため、傾向分析を行う。 

ＤＶ防止事業 潜在的な被害者の救済につな

がるような新たな周知方法を

検討するとともに、市民への啓

発事業を行なう。また、DV を

防止する観点から、子どもたち

が暴力の被害者にも加害者に

もならないための予防教育プ

ログラムを教育委員会と連携

して実施する。 

 

 

＜業務改善運動のテーマ・目標＞ 

テーマ 取組内容・目標 

各事業のマニ

ュアル作成 

業務内容についてマニュアル

化を進め、効率的な業務の推進

を図る。 

効率的な業務

処理による業

務効率の向上 

業務効率を向上するため、職場

の整理整頓、書類等の適正な管

理、仕事の流れや人の動線を考

えた書類の収納や机・書庫の配

置を行う。また、仕事の優先順

位を考え、課員相互の連携を図

るよう努める。 

 

◆平成 26 年 3 月に策定したＦＭひらかたの

「経営改善プログラム」に基づき、ＦＭひら

かたへの放送委託料を平成 26 年度の売上高

の 63％となるよう設定し、対前年度比で

274 万円削減しました。 

 

◆ケーブルテレビ放送が平成 27 年度末で終了

することに伴い、市政情報番組のケイ・オプ

ティコムとの共同制作・放送委託料を見直し、

対前年度比で約 143 万円削減しました。 

 

◆安定した広告収入の確保（予算ベース） 

市政情報モニター 約 126 万円（半期ずつ

前払いのため半年分） 

バナー広告    約 199 万円 

広報ひらかた広告 約 642 万円 

 

 

 

 

◆部内の各職員が情報発信の視点を持ち、日常

業務の中で行政内部や外郭団体、市民・企業

などから得た多くの情報を効果的な発信につ

なげるよう努めます。 

 

◆「災害対応」「部の運営方針」などのテーマで、

部の意見交換会を実施し、部の基本的方針に

ついて職員の共通意識を高めます。 

 

 

 

◆インターネットを通じた情報発信の強化 

フォトニュースや写真付きの手動ツイッター、

動画配信の充実に取り組みます。 

 

◆ＤＶ相談窓口の周知 

潜在的な被害者の救済にもつながるよう、新

たな周知方法を検討し、枚方市配偶者暴力相談

支援センター「ひらかたＤＶ相談室」の一層の

周知に努めます。 

 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(１) 住民自治の振興及び勤労者福祉に関すること。 

(２) 危機管理の総合調整に関すること。 

(３) 防災及び防犯に関すること。 

(４) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、住居表示に 

関すること。 

(５) 番号法に基づく個人番号の付番及び個人番号 

カードの交付等に関すること。 

(６) 消費生活に関すること。 

 

 

平成２７年度は、自助・共助の取り組みの支

援を通じた市民自治の推進と防災・防犯、消費

者保護に関する施策を中心に、安全・安心のま

ちづくりを進めます。 

また、個人番号の通知と個人番号カードの交

付については、実施体制を確立し、円滑に業務

を進めるとともに、戸籍、住民票等の窓口にお

ける市民サービス業務では、接遇や各種届出業

務に関する知識やスキルの向上に取り組みます。 

 

 

 

◆市民のまちづくり活動の推進 

校区コミュニティ協議会の自主性や裁量を生

かし、地域活動の促進と活性化に向けた支援に

取り組みます。 

また、公益的な活動を行うＮＰＯ法人への支

援を今後さらに進めるための方策を検討します。 

 

 

 

 

 

◆防犯カメラの運用 

街頭犯罪の未然

防止と犯罪発生時

の迅速な対応等を

目的として、未設

置である地域等に

平成 26 年度に

250 台増設した

防犯カメラの運用

を開始します。こ

れにより、市内に

設置する防犯カメラは 329 台となり、適切な

維持管理を図るとともに、犯罪発生時の捜査機

関からの画像データの提供依頼には迅速に対応

します。 

 

◆防災体制の強化 

災害時における視覚的な状況把握や情報共有

及び職員の参集機能等を併せ持つ災害情報シス

テムの導入・構築を行うことで、より迅速な災

害対応体制の確立を図ります。 

また、昨年度デジタル化が完了した同報系防

災行政無線での電話応答サービスや最新の指令

機能を有する新消防本部庁舎の運用を開始する

ことにより、今後予測される大規模災害に備え

た防災体制の強化に取り組みます。 

市民活動課 

危機管理室 

市民室 

消費生活センター 

＜平成 27 年度＞ 

市民安全部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年４月 1 日現在 

正職員  90 名 

再任用職員 19 名 

任期付職員 13 名 

非常勤職員 23 名 

合計 145 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を 

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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さらに、防災マップの全戸配布や平成 22 年

度から平成 26 年度までの計画で実施した地域

防災推進員育成事業を今後も継続し、目標数達

成後は修了者に対するフォローアップにも取り

組むなど、地域防災力の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆個人番号の通知と個人番号カードの交付の円

滑な実施 

平成２７年１０月から住民基本台帳に記載さ

れている人に個人番号を付与し、番号通知カー

ドを郵送します。また、平成２８年１月からは

個人番号カードの交付を始めます。市民室に専

任の部署を設け、個人番号カード交付の臨時窓

口を設置するなど、円滑な実施を図ります。 

 

◆戸籍システムの改修とコンビニ交付への対応 

平成２７年７月に現行の戸籍システムのリー

ス期間が終了するため、新システムへの更新を

図ります。また、国のコンビニ交付の改修にあ

わせ、戸籍謄抄本がコンビニでも取得できるよ

う整備していきます。 

 

◆住居表示台帳の電子地図化と住居表示地理情

報システムの導入 

住居表示台帳を電子地図化するとともに、作

成したデータを編集する住居表示地理情報シス

テムを導入し、編集作業の効率化を図ります。 

また、できあがった電子地図を災害情報シス

テムと連携するなど、庁内的な利活用を図りま

す。 

 

◆消費生活センター機能充実事業等の推進 

相談員のレベルアップなど「消費生活センタ

ー機能充実事業」及び、教育機関への消費者教

育支援の取組みなど、消費者被害の未然防止を

目的とした「消費者行政啓発充実事業」に取り

組みます。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

７.地域コミュニテ

ィ・ＮＰＯとの連

携 

校区コミュニティ協議会

との連携を強化し、地域活

動の担い手の育成や自治

会への加入促進に努める。 

また、(特活)ひらかた市民

活動支援センターと連携

し、地域・ＮＰＯ・行政等

の連携による協働型事業

の推進を図る。 

８.市民活動の情報

収集と情報発信 

サプリ村野NPOセンター

の利用率向上に努めると

ともに、市民活動に関する

情報を収集・発信し、情報

交換や活動の活性化につ

なげる。 

12．地域防災体制

の強化 

大規模災害等の発生に備

え、地域防災推進員の育成

や自主防災訓練の促進、出

前講座による防災・減災意

識の啓発などにより地域

防災体制の強化を図る。 

19.市有財産等の

有効活用 

②集会所用地に

関する方針の策

定 

貸付内容を関係部署と協

議し、平成 27 年度中に集

会所用地に関する方針を

策定する。 

29.外郭団体等に

お け る 中 期 的 な

「経営プラン」の

策定 

市が設立に関わり補助金

交付等の支援をしている

特定非営利活動法人の枚

方市勤労市民会及びひら

かた市民活動支援センタ

ーについて、今後も健全な

経営を維持するよう求め

ていく。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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31．枚方寝屋川消

防組合の運営の効

率化 

指令業務を有する新消防

本部庁舎での業務開始に

合わせて交野市消防本部

との消防指令業務の協同

運用を開始するとともに、

組織体制の一部見直しを

図り運営の効率化を進め

る。また、事務執行の見直

しも推進するよう提言す

る。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

住居表示台帳の電

子地図化と住居表

示地理情報システ

ムの導入 

住居表示台帳を電子地図

化するとともに、作成した

データを編集する住居表

示地理情報システムを導

入し、平成２８年４月から

運用を開始する。同時に災

害情報システムと統合型

地理情報システムに電子

地図を提供する。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

窓口サービスの向

上 

市民室での住民異動に連

動する各種手続き（国民健

康保険、児童手当等）につ

いて、担当課の窓口と連携

し、丁寧な説明や適切な取

り継ぎを行うとともに、対

応時間の短縮に努める。 

 

 

 

◆個人番号制度導入に係る補助金を活用し、シ

ステムの改修や個人番号カードの窓口交付な

どの業務に取り組みます。 

 

◆地方消費者行政推進交付金等を活用し、公用

車や電照看板による周知、大型講演会の実施

など、様々な消費者啓発事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらかたサンプラザ 3 号館壁面 

 

 

 

 

◆新たに導入される個人番号制度及び専門性の

高い市民室業務について、事例研究等の研修

に取り組むことにより、本庁と支所の担当者

全体のスキルアップを図ります。 

 

◆悪質商法が巧妙化・複雑化する等、消費生活

を取り巻く環境・状況は変化しています。消

費生活に関する相談に対応するため、国民生

活センター等の専門研修への派遣や職場研修

を行うなど、職員の専門的な技術向上を図り

ます。 

 

 

 

◆洪水浸水想定や地

震情報など、これ

までに掲載してい

た内容に加え、内

水浸水想定、土砂

災害情報、活断層

の概略図等を掲載

した「改訂版枚方

市防災マップ」の

全戸配布を行うと

ともに、外国語版

及び点字・音訳版を作成するなど、防災意識

の啓発を行います。 

 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅳ 組織運営・人材育成 

Ⅲ 予算編成・執行 
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また、避難準備情報の発令を踏まえ、ホーム

ページやツイッター、ひらかた安全安心メー

ル、防災行政無線などを活用し、幅広い情報

発信に努めます。 

 

◆個人番号の通知や個人番号カードの交付を円

滑に進めるため、ホームページや広報紙など

を通じて周知に努め、積極的な情報発信に努

めます。 

 

◆緊急性の高い悪質商法などの情報を提供する 

月刊『くらしの赤信号』と、専門性の高い情 

報を分かりやすく提供する季刊『シグナル』 

等の啓発紙を発行し、消費生活に関する情報

発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆校区コミュニティ協議会や（特活）ひらかた

市民活動支援センターが発行する機関紙を市

ホームページに掲載するとともに、NPOの継

続的な活動を支援する各種講座やイベント情

報を掲載するなど、市民活動に関する情報発

信に努めます。 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 職員の人事、人材育成、給与等に関すること。 

(2) 公正な職務の執行の推進に関すること。  

(3) 文書及び法規に関すること。 

(4) 情報公開に関すること。 

(5) 庁舎管理に関すること。 

(6) 統計に関すること 

(7) 行政情報化及び地域情報化に関すること。 

 

社会情勢の変化や、多様化・複雑化する市民

ニーズに的確に対応し、行政サービスのさらな

る向上を図るため、職員の人材育成を推進する

とともに、「職員定数基本方針」に基づき、職員

数や給与等の適正化に取り組みます。また、職

員研修等を通して、より一層のコンプライアン

スの徹底を図るとともに、第二次枚方市情報化

計画の策定やマイナンバー制度への対応を進め

ます。 

 

 

 

◆職員数と総人件費の適正化  

枚方市職員定数基本方針に基づき、新たな行

政需要も踏まえつつ、行政改革実施プランに掲

げる事務事業の見直しや効率化によって、職員

数と総人件費の適正化に取り組みます。 

 

◆長期的・継続的な人材育成の推進 

総合評価制度と人材育成支援システムを活用

し、長期的・継続的・効果的な人材育成を進め

ます。 

 

 

 

◆給与制度の適正な運用 

人事院勧告や社会情勢を踏まえ、引き続き、

適正な給与水準の確保に努めます。 

 

◆来庁者用駐車場の有料化に向けた取り組み 

本庁舎の来庁者用駐車場について、引き続き、

課題の解決に取り組みます。 

 

◆庁舎設備の維持保全に向けた取り組み 

来庁者の利便性や執務環境の向上を図るため、

「枚方市市有建築物保全計画」に基づき、庁舎

本館の窓の更新工事などに取り組みます。 

 

◆「オープンデータ」への取り組み 

市の保有する情報を、機械判読に適した形式 

で二次利用可能な利用ルールで公開する「オー

プンデータ」をホームページ等で、順次、公開

し、行政の透明性や信頼性の向上、また、経済

の活性化や業務の効率化等を図ります。 

 

◆ICT の活用 

戸籍記録事項証明書のコンビニ交付サービス

や市立幼稚園保育料・後期高齢者医療保険料の

コンビニ収納サービスを開始します。 

災害情報システムや中学校給食インターネッ

ト予約システムを導入するとともに、マイナン

バー制度に伴うシステム改修を進めます。 

人材育成室人事課 

人材育成室職員課 

コンプライアンス推進課 

総務管理課 

情報推進課 

＜平成 27 年度＞ 

総務部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 64 名 

再任用職員  3 名 

任期付職員  4 名 

非常勤職員  23 名 

合計  94 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆第二次枚方市情報化計画の策定 

計画的な情報化施策の推進を図るため、平成

28 年度を始期とする、第二次枚方市情報化計

画の策定に取り組みます。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

5．新たな情報提供

サービスの開始 

コールセンターの導入に

向けて、具体的内容を決定

する。 

23．情報システム

の利用拡大 

・市役所の ICT 化の推進。 

・セキュリティシステムの

向上。 

32．総人件費の適

正化 
職員定数基本方針に基づ

く総人件費の適正化と適

切な定数管理。 

33．技能労務職員

等の配置基準

の見直し 

電話交換業務について、ダ

イヤルイン運用状況、業務

量・業務内容の分析を行

い、それを踏まえた今後の

方向性について、基本的な

考え方を示す。 

34．新たな人材育

成基本方針に

基づく職員力

の向上 

市民ニーズや現状課題を

的確に捉えた研修による、

職員の意識改革の促進や

能力の向上。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

職員採用任免事務 各大学等での就職説明会

等による採用試験受験者

数の拡大。 

追悼式典業務 参加者の増加に向けた内

容の検討と、舞台装飾の見

直しによる経費の削減。 

 

 

 

 

大学での採用説明会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

若手職員による大学での採用説明会の様子 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

セキュリティ対策

の強化 

・インターネット利用時の

ウイルス感染対策強化シ

ステムを導入する。 

・情報セキュリティポリシ

ーに定義するタブレット

端末の適正な利用を図る

ため、職員研修を実施す

るとともに、許可書を発

行する。 

グループウエアシ

ステムの活用 

他部署への問い合わせを

登録・検索できる「庁内

FAQ 機能」や、課の行事

等のスケジュールを共有

できる「課スケジュール機

能」の活用を図る。 

 

 

 

◆職員の給与明細書における広告や広告付き地

図案内板等により、引き続き、財源確保を図

ります。 

内容 収益（見込み） 

・給与明細の広告掲載 

・共有封筒の広告掲載 

・公用車の広告掲載 

・広告付き地図等案内板 

約 100 万円 

約 20 万円 

約 20 万円 

約 169 万円 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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◆PC 等端末の調達時には、各課との一括入札

を推進し、仕様の適正化、事務負担の軽減  

及び、一括発注による費用削減を図ります。 

 

 

◆「枚方市人材育成基本方針」の趣旨に基づき、

平成 26 年度に新たに作成した「枚方市 OJT

マニュアル」も有効に活用しながら、職場を

基盤とした人材育成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修成果を共有する「職員力を高めよう！」 

 

◆相手を尊重する気持ちや、人権侵害をゆるさ

ない職場風土の醸成を図るため、“人権ファシ

リテーター”の育成を進めます。 

 

◆職員が意欲的に自己啓発に取組むため、通

信研修のメニューの増加や、資格取得のた

めの専門講座への受講など、さらなる制度

の充実を図ります。 

 

◆新たな「枚方市特定事業主行動計画」に基づ

き、「男性職員の育児休業取得促進」「年次有

給休暇の取得促進」「時間外勤務の縮減」など、

職員のワーク・ライフ・バランスの推進に資

する取り組みを進めます。 

 

◆全庁的な公用車事故防止の観点から、実践的

な安全運転講習会の開催や「無事故・無違反

チャレンジコンテスト」への参加、自動車事

故審査委員会における事故原因の分析と共有

化などの取り組みを通じ、職員の安全運転へ

の意識を高めます。 

◆情報部門の業務継続計画（ICT-BCP）＜地震 

対策編＞に基づき、情報システムの早期復旧

を実現するための事前対策や訓練等を実施し

ます。 

 

 

 

◆枚方市役所に就職する人向けに魅力発信 

採用セミナーや各大学等で実施する採用説明

会などの取組みをホームページなどで情報を発

信するとともに、職員の活躍が紹介された報道

記事などを伝えることで、本市の魅力や、公務

員労働のやりがいを伝えます。 

 

◆情報公開制度等の運用状況の公表  

市政に関する市民の知る権利を保障し、市政 

に対する市民の理解と信頼を深めるため、情報

公開制度及び個人情報保護制度の運用状況につ

いて、市ホームページ及び広報ひらかたにより

公表を行います。 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 国勢調査の実施に係る企画、立案及び調整に 

関すること。 

(2) 国勢調査に係る広報に関すること。 

(3) 国勢調査の実施に関すること。 

(4) 国勢調査の指導員及び調査員に関すること。 

(5) 国勢調査に係る国及び大阪府との連絡調整に 

関すること。 

 

 

 

 

 

  

 

 

国勢調査は、統計法に基づき５年ごとに実施

する最も基本的で、重要な統計調査であること

から、正確かつ円滑な調査を実施するとともに、

市民の国勢調査への理解と関心が深まるよう努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調査員の確保と研修の実施 

今調査では約 1,800 人の調査員が必要とな

ることから、広報やホームページを通して調査

員の確保に取り組むとともに、調査員が業務内

容や意義を認識し、行動できるよう調査員研修

を実施します。 

 

◆円滑な調査の実施に向けて 

オートロックマンション等に対応するため、

マンションの管理組合や管理人に対して積極的

な周知を行い、円滑な調査の実施に努めます。 

 

◆広報・情報発信 

今回の調査からパソコンやスマートフォンを 

活用して回答ができるようになることなど、国

勢調査に関する情報を広報やホームページなど

で積極的に発信し、市民の国勢調査への理解と

関心を高めます。 

Ⅰ  重点施策・事業（主な取り組み） ■ 基本方針 ■ 

平成 27 年国勢調査実施本部の運営方針 【【【【臨時組織臨時組織臨時組織臨時組織】】】】 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 7 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員   - 名 

非常勤職員 - 名 

合計 7 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

《国勢調査イメージキャラクター》 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 市議会に関すること。 

(2) 予算その他財政に関すること。 

(3) 市有財産の総括管理及び活用に関すること。 

(4) 契約及び工事の検査並びに審査に関すること。 

(5) 市税に関すること。 

(6) 税外債権に関すること。 

   (7) 財産区に関すること。 

 

 

財務部は、主として、都市経営の根幹をなす

「お金」「資産」「契約」に関連した業務を担っ

ています。 

平成 27 年度は、歳入の確保策として、市税

等の徴収率の向上や市有財産の有効活用などに

取り組みます。財政運営にあたっては、市民ニ

ーズが多様化するなか、今後も引き続き、限ら

れた財源の中で収支均衡を基本として、財政の

健全性を維持するとともに、施策の「選択と集

中」を踏まえて予算編成を行います。 

入札・契約に関しては、公平性、公正性、透

明性の確保及び競争性の向上に引き続き努めま

す。 

財務部では、こうした専門性の高い業務を適

切かつ効率的に執行するとともに、市民に対し

てきめ細やかな説明責任を果たすため、継続的

な人材育成に力を入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆財政運営 

社会経済情勢の変化に即応し、新たな行政需

要にも対応できる弾力性のあるより強固な財政

基盤の確立に向けて、引き続き、収入の確保や

地方債残高の抑制等を図るとともに、限られた

財源の中で、効率的で効果的な予算配分に努め

ます。 

 

◆市税の徴収率向上の取り組み 

直近年度の滞納者から順次、預金等の債権を

中心とした滞納処分等を徹底し、税の公平性の

確保と徴収率の向上に努めます。 

 

◆未収金回収強化の取り組み 

移管件数の増加及び前年度を上回る徴収率の

向上に向け、債権所管課との連携及び指導・助

言を図り、未収金の回収強化に取り組みます。 

また、税外債権の滞納整理及び処理基準の明

確化に向け関係課とともに取り組みます。 

 

◆入札・契約制度の適正な運用 

入札・契約過程の公平性、公正性、透明性を

確保しながら競争性の向上を図るとともに、適

正な履行確保と事務の効率化をめざして、入

札・契約制度を必要に応じて見直します。 

 

資産活用課   税務室市民税課 

財産区事務局  税務室資産税課 

財政課     税務室納税課 

総合契約検査室 税務室債権回収課 

税務室税制課 

＜平成 27 年度＞ 

財務部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 150 名 

再任用職員  10 名 

任期付職員 7 名 

非常勤職員  2 名 

合計 169 名 

※他団体への派遣職員、臨時職員を 

除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 
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◆税総合システム再構築事業 

税業務の効率的な運用を図るとともに、社会

保障・税番号制度の導入や税制度の改正等につ

いて適切に対応していくため、平成 28 年度の

稼働に向けて引き続き税総合システムの再構築

を進めます。 

 

◆市有財産等有効活用推進事業 

市有施設の現状把握の資料として作成した公

共施設白書を活用し、さらなる市有財産の有効

活用に向けた取り組みを進めます。 

 

◆評価替え年度の適正な運営 

3 年に一度の評価替えの年であるため、固定

資産税（土地・家屋）については、新たに決定

した価格について納税者へ十分な説明責任を果

たします。また、固定資産審査委員会に出され

た審査申出については、納税義務者の権利利益

を守る観点から、公平かつ適正な審査運営に努

めます。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

19．市有財産等の 

有効活用 

①施設白書の作成と

市有財産等有効 

活用計画の策定 

平成 27 年 3 月に作成し

た公共施設白書を活用し、

さらなる市有財産の有効

活用に向けた取り組みを

進める。 

23．情報システム

の利用拡大 

平成28年度の稼働に向け

て税総合システムの再構

築に取り組む。また、新シ

ステム導入にあわせて、業

務改善を行い、税業務の最

適化を図る。    

29.外郭団体等に

おける中期的な

「経営プラン」

の策定 

平成 25 年 6 月に策定し

た「枚方市土地開発公社の

経営の健全化に関する計

画」に基づき、公社の経営

健全化を図る。 

 

40．総合計画と連

動した収支見通

しの作成 

将来にわたり健全な財政

状況を維持するため、経済

成長率の低位予測を見込

んだ収支見通しを作成す

る。 

41．特別会計･企

業会計の経営健

全化と一般会計

繰出金の抑制 

特別会計・企業会計への繰

出金のうち、市独自の判断

で行う基準外の繰出金に

ついて抑制を図る。 

42．公債費の抑制 基金（貯金）を活用し、地

方債発行額を毎年５億円

程度抑制する。 

43．財政調整基金

等の積立 

市税や地方交付税等を合

わ せ た 標 準 財 政 規 模 の

10％程度（70 億円程度）

の積立額を維持する。 

44．施設の使用料

の見直し 

①来庁者・利用者

用駐車場 

関係部署と連携しながら、

課題への対応が可能とな

った施設から、順次、駐車

場有料化に係る手続きを

進める。 

47．市税等の収入

確保 

特別徴収の推進、償却資産

の物件調査の促進を行な

い、収入確保を図る。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

公有財産管理事務 公有財産の適正管理を図

るため、マニュアル等を作

成し、財産取扱主任への周

知を行なう。 

 

＜業務改善運動のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

インターネット公

売の活用促進 

差し押おさえた不動産や

タイヤロックの実施によ

り引き上げた車両等のイ

ンターネット公売につい

て促進し、市税の徴収強化

を図る。 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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税外債権の回収強 

化の取り組み 

 

市税以外の 4 債権の所管

部署と連携し、実践研修を

行う等により徴収ノウハ

ウの向上図る。 

 

 

 

◆自主財源確保の取り組みとして、引き続き、

未利用地の売却及び普通財産の貸付などを行

います。 

 

 

◆税業務においては、公平かつ適正に賦課・徴

収を行い、市民への説明責任を果たすため、

固定資産評価、滞納処分、税制改正及び課税

事務など専門的知識と経験が必要になること

から、派遣研修やＯＪＴを通じ職員のスキル

を高めます。また、部内職員向けに年２回「市

税リポートひらかた」と題した情報誌を発刊

し、職員の研究成果や実務、研修報告を掲載

することにより職員の向上心も高めます。 

 

◆入札・契約に係る職員の不正行為防止のため、

総務部が実施するコンプライアンス推進の取

り組みと連携して、全部局を対象とした合同

研修会を実施することにより、より効果的な

職員の意識啓発と向上を図ります。 

 

 

 

 

◆ホームページ等の充実 

次代を担う子ども達にも市の財政や市税

の仕組みが理解して貰えるよう、分かりやす

い広報ひらかた・ホームページの充実に取り

組みます。 

 

◆租税教室の推進及び啓発 

 

次代を担う児童・生徒に、税の意義や役割

を啓発することを目的に枚方税務署管内租税

教育推進協議会が市内小学校で開催する租税

教室に税務室職員を講師として派遣します。 

また、税の大切さを理解していただくため

に「税に関する小学生の習字展」や「中学生

の税に対する作文」の優秀作品をホームペー

ジに掲載します。 

 

◆入札・契約に関する情報発信 

  入札・契約制度や入札参加資格申請受付な

どの情報について、これまでからの広報ひら

かたやホームページによる情報発信に加えて、

メールによる発信を行い、一層の周知を図り

ます。 

    

◆ふるさと寄附金の情報発信 

  クレジット収納に加え、郵便局から寄附が

できるよう利便性を向上させるなど、ふるさ

と寄附の拡大を図るため、引き続き、ホーム

ページ、広報ひらかた、ツイッター、リーフ

レットの作成など様々な媒体を通して周知を

図ります。 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ｖ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 都市交流及び観光に関すること。 

(2) 生涯学習の推進に関すること。 

(3) 文化振興に関すること。 

(4) 商工業及び雇用対策、就労支援に関すること。 

(5) 農業に関すること。 

 

 

地域振興部は、文化、生涯学習と農業・商業・

工業・観光の産業を担当しており、いずれも「枚

方市民であることを誇りに思うまち」を創造す

る上で、また人口減少を抑制する上で、欠かせ

ない施策分野です。 

これらを進めるため、市民や関係団体、事業

者等との連携を一層密にし、効果を最大限発揮

できる施策の立案、執行に努めていきます。 

 

総合文化施設と美術館の２つの文化芸術拠点

の整備に取り組むとともに、文化芸術振興条例

に基づく基本施策を総合的に推進するための文

化芸術振興計画を策定し、本市で培われてきた

文化・芸術の土壌をさらに発展させていきます。 

また、市内産業の振興は、地域での雇用創出

や税収確保の面からも重要であり、創業支援を

はじめとした新たな産業の創出や商工業の活性

化に向けた取り組みを行います。 

さらに、農業後継者の育成と農業経営に必要

な農地確保など、まちづくりの観点から「農」

を守る取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

◆生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管

理導入に向けた準備 

市民サービス向上と効率性の観点から、生涯

学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制

度の円滑な導入に向けて準備を進めます。平成

2７年度は、平成 28 年 4 月から 2 施設に先行

導入するための手続き等を行います。 

 

◆文化芸術の拠点整備に向けた取り組み 

総合文化施設の整備 

総合文化施設の整備については、平成 27 年

度から、基本設計・実施設計に着手します。あ

わせて、まちの価値を高め、集客と賑わいを創

出する文化芸術の拠点施設とするための施設運

営計画の策定に取り組みます。また、運営主体

については、本市の文化芸術事業を担っている

地域振興総務課 

生涯学習課 

文化振興課 

産業振興課 

農政課 

＜平成 27 年度＞ 

地域振興部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 64 名 

再任用職員  15 名 

任期付職員  1 名 

非常勤職員  47 名 

合計  127 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 

ひらかた人形劇フェスティバル 

21



（公財）枚方市文化国際財団の今後のあり方も

含め検討します。 

市民からの建物寄附による美術館の整備 

市民からの建物寄附による美術館については、

美術館整備に反対する市民等の妨害により、建

物建設工事が遅れており、早期の竣工に向けた

環境づくりを進めます。また、開館後の運営体

制や記念事業等について検討を進めます。 

 

◆文化芸術振興計画の策定 

平成 26 年 4 月に施行した枚方市文化芸術振

興条例に基づく文化芸術振興計画の策定に取り

組みます。 

平成 26 年度に設置した枚方市文化芸術振興

審議会では、市民や芸術家、事業者等と連携を

図りながら、市民の文化芸術活動の機会の充実、

障害者等だれもが文化芸術に親しむ機会の環境

整備、文化芸術を支える人材の育成など、条例

に規定する基本施策を総合的に推進するための

調査・審議を行い平成 27 年度に計画を策定し

ます。 

 

◆「プレミアム付商品券」の発行や「まちゼミ」

への支援 

「地域住民生活等緊急支援のための交付金

（消費喚起・生活支援型）」を活用して、プレミ

アム付商品券を発行し、市内消費喚起と地域商

業の活性化を図ります。 

商業団体が実施する「まちゼミ」（商店主が各

店舗で実施する無料のミニ講座）に、支援を行

い、地域コミュニティの担い手でもある商店街

活性化につなげていきます。 

また、平成２７年度に策定予定の地方版総合

戦略において市内産業活性化や雇用促進に資す

る施策について、商工団体や金融機関等と意見

交換を行いながら、企画立案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆農業後継者の育成と農地の保全 

都市農業ひらかた道場による新規就農研修事

業については、第2期研修生2名を新たに迎え、

研修生5名を対象に農業後継者の育成に取り組

みます。第 1 期研修生 3 名が本年度末で研修を

終えることから、平成 28 年度からの円滑な就

農と定着化に向けた支援策を構築します。 

また、平成 26 年度実施のアンケート調査を

もとに得られた、農地の提供農家の情報を活用

し、農地銀行等と連携して、第 1 期研修生の農

業経営に必要な農地確保に向けた取り組みを進

めるなど、効果的な支援を行います。 

 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

28．生涯学習施設

と図書館の効率的

な管理運営 

平成 28 年 4 月からの 2

複合施設への指定管理者

制度の先行導入に向けて、

所定の手続きを行う。 

29．外郭団体等に

お け る 中 期 的 な

「経営プラン」の

策定 

枚方文化観光協会に、２７

年度中の中期経営プラン

の策定を促す。 

48．新たな産業振 

興策の推進と雇用 

創出の仕組みづく 

り 

情報交換会の開催など連

携の仕組みづくりを行な

うとともに、雇用のマッチ

ング・定着支援に資する事

業の企画立案を行う。 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

都市農業ひらかた道場研修風景 

「まちゼミ」実施状況 
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＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

文化観光協会負担

金交付事業 

性質別での報告となって

いる団体の決算報告につ

いて、より透明性を確保す

るため、事業別での報告を

検討するよう働きかける。 

枚方市魅力発信事

業 

新たな魅力発信事業を本

事務事業に含めることで、

効果的な情報発信を行う。 

伝統産業育成事業 現行事業は休止。伝統産業

に係る支援方法の検討を

行う。 

中小企業エコアク

ション２１認証取

得促進事業 

ISO１４００１認証取得

事業と統合の上、事業者へ

の制度周知を図る。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

満足度の高い窓口

対応 

引き続き接遇研修を実施

するなど接遇能力を高め、

市民や事業者への対応を

円滑に行い、満足度の向上

に努める。また、シフト制

による交替勤務のある各

生涯学習市民センターに

おいては、併せて、業務日

誌などを活用し、適切な引

継ぎを行う。 

効率的な会議の実

施 

会議等において、終了時刻

や終了目標を明確に設定

することで、メリハリのあ

る会議を行なう。 

 

 

 

◆イベント等の内容や実施主体の見直しなどを

行い、より効率的な予算編成・執行管理に努

めます。 

 

◆国の「地域住民生活等緊急支援のための交付

金（消費喚起・生活支援型）」を活用して、プ

レミアム付商品券発行に係る予算 3 億

7586 万円を確保しました。 

 

 

◆地域振興部の多くの業務が、市民や事業者、

関係団体との連携を必要とすることから、よ

り効果的な事業支援が行えるよう、市内の現

地視察や他市への研修を充実させます。 

 

◆地域振興総務課では、国内外の友好都市との

交流事業などが年間を通して多数あるため、

担当職員以外でも、その業務が行えるよう応

援体制を整えます。 

 

◆産業振興課で所管する融資に係る相談対応に

ついて、研修・OJT を通じてスキルの向上を

図ります。また、事業者支援に向けて、関係

団体とも連携して、事業者の実情把握に努め

ます。 

 

 

 

◆イベント情報の効果的な発信 

地域振興部で実施する様々なイベントについ

て、広報ひらかたやホームページのほか、マス

メディアや地域メディア、ツイッター、チラシ

などを活用し、効果的な情報発信に努めます。 

 

◆プレミアム付商品券発行の周知 

プレミアム付商品券をより多くの市民に利用

していただけるよう、広報ひらかたのほか各種

媒体、PR イベント等を通じて、事業者・市民

への周知を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(１) 保健及び医療に関すること。 

(２) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。 

(３) 国民年金に関すること。 

(４) 児童の扶養に係る手当に関すること。 

(５) 医療助成に関すること。 

(６) 保健所に関すること。 

 

 

健康部の主な事務は、①救急医療や地域包括

ケア、市民の健康づくりなどの健康医療施策の

推進、②国民健康保険や医療費助成、国民年金・

児童手当などの社会保障関連施策の推進、③感

染症や食中毒、大規模な自然災害に備えた健康

危機管理施策の推進、④専門性の高い精神保健

や難病対策の推進、⑤その他、民生委員・児童

委員活動や更生保護活動への支援等があげられ

ます。 

具体的な事業の推進に当たっては、医療系大

学や基幹病院が集積する本市の優位性を踏まえ、

平成２４年８月に設立した“健康医療都市ひら

かたコンソーシアム”の枠組みや保健所の権能

を生かし、多様な機関、団体、市民との協働に

よる施策を展開することで、誰もが健康で生き

生きと暮らせる「健康医療都市ひらかた」の実

現に向けた取組を進めます。 

 

 

◆「健康医療都市ひらかた」実現に向けた取組 

コンソーシアムに掲げる8本の連携事業に基

づき、構成団体と連携して、地域完結型医療の

実現に向けた医療情報ネットワークの構築をは 

 

 

じめ、災害時における医療救護体制の強化や小

中学生に対する健康教育、市内の医療機関への

医療通訳士派遣を実施します。 

 

◆救急医療体制の整備 

本市には、北河内夜間救急センターや休日急

病診療所などが担う初期救急から高度救命医療

を行う三次救急までが整備されており、この機

能を維持し、引き続き確保するため、関西医科

大学附属枚方病院をはじめとする救急医療機関

を支援するとともに、北河内夜間救急センター

の事務局として、年間を通じた夜間小児救急医

療の円滑な提供に努めます。 

また、医師会からの要望も踏まえ、市立ひら

かた病院整備後の有効活用地の利用を念頭に、

初期救急医療体制の再構築に向けた検討を進め

ます。 

 

◆健康危機管理の推進 

大規模な自然災害や新型インフルエンザ等に

備え、健康被害の発生予防や拡大防止、治療等

が円滑に行えるよう、災害医療対策会議の専門

的な知見を踏まえ、医療救護体制や備蓄医薬品

についての検討を行うとともに、新型インフル

エンザ等の感染症対策に係る行動マニュアルの

整備を進めます。また、医療機関等と連携した

健康危機管理体制の強化を図ります。 

健康総務課 

国民健康保険室 

年金児童手当課 

医療助成課 

 

枚方市保健所 

保健企画課 

保健衛生課 

保健予防課 

保健センター 

＜平成 27 年度＞ 

健康部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員  199 名 

再任用職員  5 名 

任期付職員  10 名 

非常勤職員  72 名 

合計  286 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆コンビニエンスストアへのＡＥＤの設置 

24 時間営業のコンビニエンスストアにＡＥ

Ｄを設置するとともに、枚方寝屋川消防組合等

との連携した普通救命講習を行い、突然の心停

止からの救命率向上を図ります。 

 

◆子ども医療費助成事業の拡充 

子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て支

援をより充実させるため、平成 27 年 12 月か

ら子どもの医療費助成制度の対象を中学校３年

生まで拡大します。 

 

◆在宅医療と介護の連携の推進 

超高齢社会の到来に備え、住みなれた地域で

安心して暮らすことができるよう、医師をはじ

めとする多職種の人材が連携し、地域で必要と

している医療と介護を切れ目なく提供できる地

域包括ケアシステムの構築に向けた環境整備に

努めます。 

 

◆狂犬病予防及び動物愛護管理への取組 

犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底や人と動

物の共生を推進するため、愛護動物の適正飼養

の啓発に努めるとともに、殺処分される犬猫を

減らすため犬猫譲渡制度の周知を図ります。 

また、犬猫飼養管理拠点施設のあり方につい

て、検討を進めます。 

 

◆こころの健康づくりの推進 

市民が身近にこころの健康相談ができる体制

づくりの一環として、専用電話によるこころの

電話相談及びモバイル機器を活用したメンタル

チェックシステム「こころの体温計」を導入し、

こころの健康づくりの啓発に努めます。また、

コンソーシアム参画団体で構成するこころの健

康増進部会を中心に、相談から適切な支援につ

なげるための包括的ネットワークの構築を目指

します。 

 

◆妊娠・出産から子育て期までの支援 

安心して子どもを産み育てられるよう、妊

娠・出産を望む人が必要な医療を受けるための

環境づくりとして、妊産婦健康診査や不妊症及

び不育症治療に対する経済的支援を行います。

あわせて妊娠時から支援の必要な市民を把握し、

早期に支援につなげ、出産直後は保健師、助産

師による新生児・産婦訪問指導事業や母子保健

コーディネーターによる訪問・面接相談、「産後

ママ安心ケアサービス（枚方市産後ケア事業）」

などを通じて、妊娠・出産から子育て期までの

切れ目のない支援を推進します。 

 

◆歯科口腔保健計画の策定 

歯と口腔の健康の保持・増進は、健康で質の

高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果

たします。市民の歯や口腔の健康状態の現状や

課題、歯や口腔の健康づくりに取り組むための

目標や方向性などの事項を掲げた「枚方市歯科

口腔保健計画」を策定し、歯科・口腔保健施策

の更なる充実を図ります。 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

41.特別会計・企業

会計の経営健全化

と一般会計繰出金

の抑制 

①国民健康保険特

別会計 

 

療養費やレセプト点検

の強化による医療適正化

を進め、また、特定健診の

受診率の向上を図り、疾病

の早期発見・早期治療につ

なげ、医療費の増加を抑制

する。 

47.市税等の収入

確保 

国民健康保険料の口座振

替原則化の周知を図ると

ともに、滞納世帯に対して

は早期の接触によって滞

納額を抑制し、収納率の向

上を図る。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

災害医療訓練の様子 
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＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

健康医療都市ひら

かた推進事業 

コンソーシアム参画団体

が有する社会資源の共同

利用や情報の共有、人材の

交流による連携事業の推

進と様々なツールを用い

た情報発信 

災害医療対策事業 平成 27 年３月７日に行

った災害医療訓練の検証 

食育推進事業 食に関連する団体との連

携強化とネットワークに

よる食育の推進 

健康づくり推進事

業 

京阪電気鉄道（株）と連携

したひらかたカラダづく

りトライアル事業の充実 

特定保健指導事業 厚生労働科学研究班の効

果的な保健指導の開発研

究への協力による、効果的

な保健指導の検証 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

受診票の点検事務

等のアウトソーシ

ング 

がん検診や予防接種等に

係る帳票の点検・集計等の

民間事業者への委託。 

 

 

 

◆国民健康保険特別会計の予算編成 

国保会計の予算編成にあたっては、高齢化の

進展により医療費が増嵩するなかで、国の支援

策による低所得者へ保険料軽減措置の拡充と一

般会計から保険料軽減のため3億円繰入を行う

ことで、保険料負担を軽減するとともに、30

年4月の広域化に向けて財政の健全化をめざし

ます。 

 

◆財源の確保 

子ども医療費助成対象の拡大にあたっては、

国において新たに措置された地域住民生活等緊

急支援交付金を活用します。 

 

◆部内の協力・連携 

健康・医療・福祉フェスティバルやひらかた

食育カーニバルなど関係団体と連携した事業の

実施にあたっては、部内各課の協力・連携を図

り、来場者の安全確保に努めるとともに、効率

的に運営します。 

 

◆制度改正に対応した組織運営 

マイナンバー制度に対応するシステム改修や

国民健康保険の広域化に向けた体制を整えます。 

 

◆保健師の人材育成 

中核市移行に伴い、より質の高い地域保健サ

ービスが求められる中、保健師の専門能力の向

上を目的に、保健師人材育成ガイドラインに基

づき、保健師の組織的、計画的な人材育成の体

制を構築します。 

 

 

 

◆健康医療情報誌の発行 

健康医療都市ひらかたコンソーシアムや構成

団体の取組を紹介するとともに、幅広い健康・

医療情報を掲載するフリーペーパーを年に２回

発行し、「健康医療都市ひらかた」の取組を市内

外に発信します。 

 

◆特定健康診査の PR 

受診勧奨のため、市役所など公共施設に横断

幕やのぼりを掲げ、公用車に啓発ステッカーを

貼付するとともに、定期的にＦＭひらかたで健

康に関する番組を放送します。 

 

◆保健衛生推進のＰＲ 

保健衛生事業推進のため、ＦＭひらかたを通

して市民の暮らしや健康に役立つ様々な情報を

発信するとともに、放送内容をホームページに

掲載することで市民に広く周知を行います。 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 福祉に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 

(2) 生活保護に関すること。 

(3) 障害者福祉に関すること。 

(4) 高齢者福祉に関すること。 

(5) 介護保険に関すること。 

(6) 福祉関連法人の指導監査等に関すること。 

(7) 臨時福祉給付金に関すること。 

(8) 生活困窮者自立支援に関すること。 

 

少子高齢化が急速に進展し、本市においても

昨年度末には高齢化率が 25%に達しました。 

社会保障制度を持続可能なものとするために

様々な改革が進められている中にあって、健

康・福祉推進都市宣言にあるように「老いも若

きも障害のある人もない人も すべての市民が

人として尊ばれ 住みなれたまちで安心して健

やかに暮らせる」地域社会を構築し、市民の福

祉の増進を図るため、平成 27 年 3 月に策定し

た「枚方市地域福祉計画（第３期）」、「枚方市障

害福祉計画（第４期）」、「ひらかた高齢者保健福

祉計画 21（第６期）」などに基づき、施策や事

業を着実に進めます。 

 

 

 

 

◆地域福祉の推進 

住民が安心して暮らすことができ、住み続け

たいまちと感じられる地域づくりを目指し、多

様化、複雑化する生活課題を抱える人々への支

援体制の充実や、不足する地域福祉活動の担い

手の育成支援などに取り組みます。 

 

◆生活困窮者の自立支援対策 

生活困窮者自立支援事業として、自立相談支

援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援

事業、一時生活支援事業を実施します。 

 また、生活保護受給世帯を含む生活困窮者を

対象に、市役所内に設置したハローワークの常

設窓口と連携し、よりきめ細かな就労支援を実

施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉総務課  福祉指導監査課 

生活福祉室  臨時福祉給付金課 

障害福祉室 

高齢社会室 

＜平成 27 年度＞ 

福祉部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 170 名 

再任用職員 5 名 

任期付職員 15 名 

非常勤職員 45 名 

合計 235 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 
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◆成年後見制度利用支援事業の拡充 

認知症高齢者及び障害者等が必要に応じ成年

後見申し立てを円滑に行えるよう、制度の説明

や制度利用について引き続き支援するとともに、

市長の審判請求が必要で、後見人等への報酬を

負担することが困難である場合、これを助成し

権利擁護を図ります。 

 

◆障害者差別解消の推進 

平成 23 年の障害者基本法改正により、障害

者差別の禁止が明文化されるなど、差別の解消

と地域移行の取り組みが進められています。さ

らに、障害を理由とする差別解消の推進につい

ては、平成 28 年度からの障害者差別解消法の

施行により、雇用、教育、医療、公共交通機関

等、社会のあらゆる分野で不当な差別的取扱い

が禁止され、合理的配慮の提供が必要となりま

す。国の基本方針に基づき、取り組みを進めま

す。 

 

◆地域包括ケアシステムの構築 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる

ように、高齢者本人のニーズに応じた住居のも

とで、医療、介護、介護予防、生活支援が一体

的に提供される地域包括ケアシステムの構築に

向け、多様な関係機関の連携のもと、以下の取

り組みを進めます。 

①在宅医療・介護連携の推進 

②地域ケア会議の推進 

③認知症支援策の推進 

④介護予防・生活支援サービスの基盤整備の推

進 

また、安否確認や急病

等で支援を要する人を早

期に発見できるよう「高

齢者見守り１１０番」や

「徘徊高齢者 SOS ネッ

トワーク」など地域での支援の強化を図ること

で、ひとり暮らしや認知症高齢者の人が安心し

て暮らせる仕組みづくりをさらに進めます。 

 

 

 

 

◆高齢者サポートセンター（地域包括支援セン

ター）の機能強化 

高齢者の抱える課題は、年々多様化・複雑化

しています。これらに対応すべく、センターの

運営体制強化や職員のスキルアップなど総合的

な相談・調整機能強化に取り組みます。 

 

◆介護予防事業の推進 

高齢者が介護予防や健康づくりへの意識の高

揚と継続的な取り組みができるよう、身近な場

所で開催する介護予防教室等をさらに充実する

とともに、要介護状態等の軽減や重度化防止を

一層推進するため、リハビリテーション専門職

等による「自立支援」に資する取り組みを実施

します。また、地域の介護力を高めるため、「ひ

らかた生き生きマイレージ事業（介護予防ポイ

ント事業）」を充実します。 

 

◆地域密着型特別養護老人ホームの整備 

「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第６

期）」に基づき、今後 3 年間に 5 か所の地域密

着型特別養護老人ホームの整備に向け取り組み

を進めます。 

 

◆指導監督業務の適正な執行 

障害者、高齢者、児童等の福祉制度において

は様々な改正が進められています。利用者が安

心してサービスを享受できるよう、指導監督業

務を通じ、福祉施設等が適正な管理・運営体制

を確保することで、福祉サービスの質の向上を

図ります。 

 

◆臨時福祉給付金の円滑な支給 

消費税率 10%増税が延期されたことに伴い、

生活必需品への軽減対策等も延期となったこと

から、平成 27 年 10 月分から平成 28 年 9 月

分の増税分の影響緩和策として、今年度も臨時

福祉給付金の支給が実施されます。制度につい

て市民への周知に努め、円滑に支給事務を進め

ます。 
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＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

12．地域防災体制

の強化 

災害時要援護者支援事業

について、今後も地域住民

への周知とともに更なる

取り組みの強化を行う。 

25．生活保護制度

の適正な運用 

引き続き、ケースワーカー

の適正配置と育成に努め、

実施体制の充実を図ると

ともに、不正受給の防止や

電子レセプトを活用した

医療扶助の適正化などに

取り組む。 

44．総合福祉セン

ターについて、耐

震工事及びリニュ

ーアル工事を実施

したうえで、平成

27 年度中の有料

化をめざす。 

平成 27 年２月に耐震工

事及びリニューアル工事

を完了し、同年４月から施

設の有料化を開始した。 

 

リニューアル後の総合福祉センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

難病患者等の地域

生活支援事業 

平成 27 年 1 月の難病法

施行に合わせ、見舞金制度

の対象疾病を拡大した。ま

た、支給対象については、

新たに医療費の負担が生

じることとなった市民税

非課税世帯に限定して実

施。本制度は、医療費助成

制度の経過措置期間を踏

まえ、3 年後に廃止する。 

高齢者鍼灸マッサ

ージ事業 

平成 26 年度から施術時

間や助成額などの事業内

容の見直しを行った。利用

者数や利用回数などにつ

いて検証を行った上で、今

後のあり方について検討

を行う。 

生きがいと健康づ

くり推進事業(生

きがい創造学園) 

高齢者の生きがいづくり

と社会参加を促進するた

め、地域における様々な社

会資源を活用しサービス

を提供している。公平性の

観点を踏まえたうえで、よ

り大きな効果が得られる

よう事業内容について検

討を進める。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

満足度の高い窓口

対応 

窓口アンケートの実施や

窓口マニュアルの活用に

よる研修を通じて市民満

足度の向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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◆一般会計では、市の予算額約 1266 億円のう

ち福祉部の予算額は、約 285.5 億円（約

22.6%）です。 

 

◆障害児の通所サービス関係費を増額する一方、

総合福祉センターのリニューアル工事が完了

したことから工事費を減額したほか、臨時福

祉給付金の支給額の変更及び生活保護の医療

扶助の適正化等により、対前年度費約 10.8

億円（3.6%）の減額となっています。 

 

◆介護保険特別会計では、今年度から３年間の

第6期計画期間中の給付費等を的確に見込み、

十分に精査を行ったうえで、予算額約 278.4

億円を計上しています。 

 

 

 

◆各業務の繁閑に応じて効率的・流動的な組織

運営を工夫します。 

 

◆人材育成については、特定の知識や経験が求

められる業務を中心に職場内研修に取り組む

ほか、専門研修へ職員を派遣し、知識の習得

や技術の向上を図ります。 

 

◆職場の課題や懸案事項等は、職場会議や朝礼

等を通じて全職員が共有し、その解決等に向

けて組織的に取り組みます。 

 

◆災害時の緊急対応については、初期応急対策

等の課題を検証し、災害対応体制の見直しを

図ります。 

 

 

 

 

 

 

＜ホームページ・情報発信の充実＞ 

◆広報ひらかた、市のホームページ、エフエム

ひらかた、CATV 及びリーフレット等様々な

媒体を活用した情報発信を行います。 

◆ホームページの特性を生かし、分かり易くタ

イムリーな情報を発信します。 

 

◆臨時福祉給付金など期間や期限が定められた

業務については、迅速かつ繰り返し情報を発

信することにより、申請率の向上を図ります。 

 

◆地域福祉の情報発信の拠点となる高齢者サポ

ートセンター（地域包括支援センター）との

情報共有を進めます。 

 

 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 青少年の健全育成に関すること。 

(2) 留守家庭児童会室に関すること。 

(3) 保育の利用に関すること。 

(4) 子どもの育成及び子育て支援に関すること。 

(5) 児童家庭相談に関すること。 

(6) 児童虐待の防止に関すること。 

 

 

平成 27 年度から「子ども・子育て支援新制

度（以下「新制度」という。）」が始まる中で、

本年 3 月に策定しました「枚方市子ども・子育

て支援事業計画」（以下「新計画」という。）に

基づき、一人ひとりの子どもが等しく笑顔で

いきいきと健やかに育ち、保護者が安心して

子育てができるよう『子どもが笑顔で健やか

に成長できるまち枚方』の実現をめざします。 

 

 

保育所園等（未就学児への支援）においては、 

新計画に基づき、今後の保育需要に対応するた

め、幼保連携型認定こども園や小規模保育事業

を 4 月から開始するなど、様々な手法による定

員増の取り組みを推進するとともに、保育に係

る質の改善や地域子育て支援の拡大を図ります。

また、公立保育所・児童発達支援センターのリ

ニューアルに向けた取り組みを着実に進めます。 

 

留守家庭児童会室（就学児への支援）では、

新制度の施行にあわせ、平成 27 年４月から三

季休業時（春・夏・冬休み）等の開室時間を拡

大します。また、今後、小学校就学児童全体を

対象とするために必要な施設整備を計画的に進

めるとともに、職員の専門性の向上を図ります。 

また、ひとり親家庭等をめぐる様々な状況を

踏まえ、子育て・生活支援や 就業支援、経済支

援など、さらにきめ細かい支援を計画的に実施

するため、「第３次枚方市ひとり親家庭等自立促

進計画」を策定します。 

さらに、ひきこもり等の子ども・若者を支援

するため、支援体制の強化に取り組むとともに、

家庭児童相談所機能の充実を図り、児童虐待防

止に向け、様々な取り組みを進めます。 

 

 

◆待機児童対策の推進 

年度当初の待機児童ゼロに向け、認可保育所

の増改築や、閉園した樟葉南幼稚園及び桜丘幼

稚園の有効活用による私立保育園の分園、幼保

連携型認定こども園、小規模保育事業・公立保

育所の民営化などによる定員増の取り組みを進

めます。 

また、保育士不足に伴う人材確保を図るため、

保育士資格取得支援制度を整備します。 

子ども青少年課 

放課後児童課 

子育て支援室 

家庭児童相談所 

＜平成 27 年度＞ 

子ども青少年部の運営方針 

＜部の職員数＞H2７年 4 月 1 日現在 

正職員 324 名 

再任用職員 9 名 

任期付職員 279 名 

非常勤職員 120 名 

合計 732 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 

地域子育て支援拠点「すこやか広場・きょうぶん」 
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◆公立保育所の民営化 

「公立保育所民営化計画（中期計画）」に基づ

き、平成 2７年 4 月に中宮及び北牧野保育所の

民営化を実施したことに伴い、両保育所の定員

増に向けた増改築の取り組みを進めます。 

 

◆市立枚方保育所及び香里団地保育所のリニュ

ーアル整備 

保育需要見込み量の多い南部地域の更なる対

応を図るため、枚方保育所の建替えに向けた設

計業務を、また定員規模に応じた保育環境の充

実を図るため、香里団地保育所の大規模改修を、

それぞれ進めます。 

 

◆児童発達支援センターの整備 

平成 27 年 3 月に策定した「（仮称）枚方市

立児童発達支援センター整備計画」に基づき、

本市の児童発達支援センターである幼児療育園

とすぎの木園の両施設の機能を有する新たな同

センターの整備に向けた設計業務に着手します。 

 

◆留守家庭児童会室事業 

仕事と子育ての両立支援に資するため、平成

27 年４月から三季休業時（春・夏・冬休み）

等の開室時間を拡大するとともに、平成 29 年

度から小学５年生まで、平成 30 年度から小学

６年生までと段階的に入室対象学年を拡大する

ため、必要な施設整備を進め、職員の専門性の

向上を図ります。あわせて、閉園した殿山第二

幼稚園及び津田幼稚園を、平成 28 年度から留

守家庭児童会室として有効活用するための取り

組みを進めます。 

 

◆親子支援プログラムの推進・拡充 

児童虐待の予防・防止を図るため、引き続き、

子どもへの適切な関わり方について学ぶ、親向

け支援プログラムや、子どもの感情コントロー

ル等を育む、子ども向け支援プログラムを実施

するとともに、職員のファシリテーター養成に

も取り組みます。 

 

 

 

 

◆第 3 次ひとり親家庭等自立促進計画の策定 

ひとり親家庭等を取り巻く環境が、依然とし

て厳しい状況にある中、「第２次ひとり親家庭

等自立促進計画」の計画期間が、平成２７年度

で終了します。これまでの取り組みを検証する

とともに、その評価を反映しつつ、多様なニー

ズに応じたさらなる支援を計画的に展開するた

め、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、

平成２８年度からを計画期間とする「第 3 次ひ

とり親家庭等自立促進計画」を策定します。 

 

◆子ども・若者育成事業の推進 

ひきこもり等の子ども・若者に切れ目のない

支援を総合的に推進するため、地域支援ネット

ワークのさらなる連携強化に取り組むとともに、

社会全体のひきこもり等への理解を促すため、

周知・啓発事業にも積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

10.困難を抱える

子ども・若者を支

えるネットワーク

づくり 

「枚方市ひきこもり等地

域支援ネットワーク会議」

の連携を更に深め、より実

効性のある総合的な支援

を進める。 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

万城目学氏と子ども・若者とのトークセッション 
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19③.閉園幼稚園

施設の活用 

施設整備等の準備を進め、

保育園分園（樟葉南・桜丘）

は実施計画に基づき平成

27 年 10 月の開園を、留

守家庭児童会室（殿山第

二・津田）は、平成 28 年

4 月の開室をめざす。 

33.技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

38.保育所等の民

営化 

宮之阪保育所(平成26年4月) 

※平成 27 年 4 月：30 人定員増 

中宮保育所（平成 27 年 4 月） 

北牧野保育所（   〃   ） 

※平成 28 年 4 月：各 30 人定員

増予定 

47.保育所・留守家

庭児童会室保育料

の収入対策 

債権回収課との連携、口座

振替の勧奨、コンビニ収納

の導入などにより徴収率

の向上を図る 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

地域子育て支援拠

点事業 

効果的で満足度の高い講

座・講習等、魅力的な事業

展開を図ることで利用者

のさらなる増加をめざす。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

共有ドライブやグ

ループウェアを活

用した情報の共有 

グループウェアのスケジ

ュール管理を活用し、効率

的な情報の共有化を図る。 

保育サービスの相

談・受付スペース

の充実 

より丁寧かつ落ち着いた

相談・受付体制を構築する

ため、来庁者環境の充実を

図る。（カウンター増設・

キッズコーナー設置等） 

 

 

◆平成 27 年 4 月から中宮・北牧野保育所民営

化により単年度で約１億 5660 万円（約 87

万円×90 人×２か所：平成 25 年度決算ベ

ース）の経費削減を実現しました。 

 

◆私立保育園の増改築や幼保連携型認定こども

園の増築を促進するため、国の待機児童解消

加速化プランの採択を受け、「安心子ども基金

特別対策事業補助金」を活用し、約 10 億

8800 万円の財源を確保します。（補助率：

国 2/3、市 1/12、事業者 1/4） 

 

◆市立枚方保育所の建替えを行うにあたり、国

土交通省所管の社会資本整備総合交付金を活

用し、財源を確保します。 

 

 

 

◆職員全員が部の運営方針に基づく組織目標の

共有化を図るとともに、各職場において課題

解決に向けた取り組みを進めます。 

 

◆業務改善制度に基づき、各職場での取り組み

テーマを設定し、効率的・効果的な事務執行

を行うなかで、職員の意識改革や人材育成を

図っていきます。 

 

◆子育て支援の要となる保育所（園）・認定こど

も園・小規模保育事業や児童発達支援センタ

ー、留守家庭児童会室などにおける保育・療

育業務、また、高い保育需要下にあるその児

童福祉施設の受付業務、さらには、複雑多様

化する児童家庭相談、ひきこもり等相談、ひ

とり親家庭相談などの相談業務、それぞれに

的確かつ適切に対応できるよう、独自研修を

重ねるとともに、あらゆる研修機会を捉え、

職員の専門性の向上を図ります。 

 

 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅲ  予算編成・執行 
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◆公私立保育所（園）や認定こども園に設置し

ている掲示板等を活用し、各施設で取り組ん

でいる地域子育て支援行事のチラシ等を掲示

し、情報発信の充実を図ります。 

 

◆母子・父子・寡婦福祉資金がひとり親家庭等

の支援の必要な方に有効に活用されるよう、

広報・ホームページ、ちらしの配布等制度の

周知を行います。 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 地球温暖化防止対策に関すること。 

(2) 環境影響評価に関すること。 

(3) 自然環境の保全に関すること。 

(4) 市立火葬場（やすらぎの杜）に関すること。 

(5) 公害の防止及び規制、監視、指導等に関すること。 

(6) し尿の収集及び処理に関すること。 

(7) 産業廃棄物の適正処理に関すること。 

 

 

環境保全部では、「みんなでつくる、環境を守

りはぐくむまち 枚方」の実現に向けて、市民、

事業者等と連携・協力し、市民の身近な生活環

境から地球環境の保全に至るまで、幅広い施策

を実施します。 

平成 27 年度は、引き続き、環境影響評価制

度の見直しを進めるとともに、空家等の適正管

理や、淀川衛生工場の「希釈放流方式」への移

行に向けた取り組みを進めます。また、地球温

暖化対策実行計画に基づき、再生可能エネルギ

ーの利用拡大や、省エネルギー・省 CO2 活動

を促進する施策を継続するとともに、産業廃棄

物対策や公害防止対策に関する監視・指導等を

着実に執行することで、枚方市民が誇りに思え

る住み良い環境づくりを進めます。 

 

 

◆環境影響評価制度の見直し 

市環境影響評価条例の制定後 20 年が経過す

る中、環境関連制度の整備や事業者による率先

した環境配慮等、この間の社会状況の変化に対

応するため、昨年度に実施した対象事業の規模

要件の見直しに続き、対象事業や手続きの見直

しを行います。 

 

◆空家等の適正管理に向けた取り組み 

新たに制定された「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」に基づき、適正な管理が行われ

ず、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす

おそれのある空家等に対し、関係部署と連携し、

適正に対応するとともに、国の基本指針等を踏

まえ、本市の実情に合わせた取り組みを行いま

す。 

 

◆淀川衛生工場し尿処理施設改造事業 

公共下水道普及に伴うし尿等の処理量減少へ

の対応として、平成 29 年度の「希釈放流方式」

への移行に向けた施設改造工事に係る実施設計

を行います。さらに、業務棟の解体等の工事に

係る実施設計を行い、業務の集約に向けて取り

組みます。また、引き続き、汲み取りから公共

下水道への接続促進についての啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「淀川衛生工場」 

 

 

環境総務課 

環境衛生課 

環境公害課 

淀川衛生事業所 

産業廃棄物指導課 

＜平成 27 年度＞ 

環境保全部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員  71 名 

再任用職員  8 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員  1 名 

合計  80 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆地球温暖化対策の推進 

地球温暖化対策実行計画に基づき、市民・事

業者・行政の各主体による再生可能エネルギー

の利用拡大や省エネルギー・省 CO2 活動を推

進するとともに、環境にやさしいライフスタイ

ルへの転換に向けた情報発信、啓発活動等を継

続します。 

 

◆監視・指導体制の充実と権限移譲の取り組み 

野焼きや不法投棄等の産業廃棄物の不適正処

理は、生活環境を脅かす悪質な行為であること

から、その発生を未然に防止するため、監視・

指導体制の充実に努めます。 

さらに、組織的・広域的な不適正処理にも迅

速に対応できるよう、府や近隣の政令市等と情

報交換に努めます。 

また、深夜営業等の制限に係る規制や PRTR

法等に関する事務について、平成 28 年度の権

限移譲に向けた準備を進めます。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

26．し尿処理業務

の効率化 

し尿等の処理量減少に伴

う処理の効率化のため、希

釈放流方式に変更する施

設改造工事の実施設計を

行うとともに淀川衛生事

業所の機能集約を行う。 

また、処理方式を変更する

までの間、優先度を見極め

た効率的な維持管理を行

う。 

29．外郭団体等に

おける中期的な｢経

営プラン｣の策定 

NPO 法人ひらかた環境ネ

ットワーク会議における

中期的な「経営プラン」の

策定に向け、協議を行い、

その作成を支援する。 

 

 

 

 

改革課題 取り組み内容・目標 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

環境教育推進事業 事業者が独自に実施して

いる環境学習会等の取り

組みを、市が実施する環境

教育プログラムに、コーデ

ィネートすることで、事業

のスリム化と環境教育メ

ニューの充実を図る。 

枚方市規格葬儀事

業 

葬儀に対する市民の意識

の変化を把握し、ニーズや

社会状況の変化に合わせ、

オプションの内容等につ

いて、適宜、見直しを行う。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

職員提案制度への

積極的な参加 

職員の気づきにより、事業

の効率化等の施策につな

がる提案ができるよう、職

員提案制度に組織的に取

り組む。 

知識・技術継承の

ための取り組み 

より効率的、効果的な業務

の体制づくりのため、新た

な業務マニュアルの作成

等に取り組むとともに、既

存の業務マニュアルの最

適化に努める。 

危機管理体制の充

実 

災害対応マニュアルや危

機管理マニュアルの改定

を進め、災害対応力の向上

を図る。 
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◆大型太陽光発電設備「枚方ソラパ」の売電収

益として、平成 27 年度は、1100 万円程度

を見込んでいます。 

 

◆市施設への太陽光発電設備のさらなる設置に

向け、国・府の補助金の動向を注視し、その

活用をめざします。 

 

 

 

◆定期的に部内会議を行い、組織目標の達成に

向けた情報共有とスケジュール管理を行うこ

とで、より効率的、効果的な事務執行を行い

ます。 

 

◆関係事務に係る各種研修会に積極的に参加し、

共有化するとともに、部内横断的な取り組み

を行うための勉強会等を行うことにより、職

員の知識や技術等の維持・継承と業務執行能

力の向上を図ります。 

 

◆日常業務における教育訓練にとどまらず、朝

礼やミーティングの場も活用し、互いに学び

合う職場風土を築くとともに、自ら考え、行

動できる自律型職員の育成に努めます。 

 

◆公用車の運転について、継続的な研修を実施

し、事故防止とエコドライブを定着させます。 

 

 

 

◆大型太陽光発電設備「枚方ソラパ」を活用し

た情報発信として、引き続き、市ホームペー

ジにおける発電状況の周知や一般見学会を開

催するとともに、小学生等の見学の受け入れ

などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「枚方ソラパ」 

 

◆サプリ村野の「環境情報コーナー」のさらな

る充実を図るため、子どもたちが夏休みの自

由研究に活用できるよう、夏休み期間におけ

る開館時間の延長の他、展示や講座をより拡

充します。また、引き続き、NPO 法人ひら

かた環境ネットワーク会議と連携・協力し、

省エネナビの貸し出しやエコドライブシミュ

レーターの活用等により、省 CO2 活動や市

の環境保全活動を効果的に PR します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「環境情報コーナー」 

 

◆市内事業者 115 社が会員となっている地球

温暖化対策協議会の会員事業者とともに、セ

ミナーやイベントを開催し、地球温暖化対策

を推進します。 

 

◆自然観察会や講演会等の市民参加型のイベン

トや「ひらかたクリーンリバー」、「ひらかた

キャンドルの夕べ」などの市民等と連携によ

るイベントを通して、環境保全の効果的な啓

発を行います。 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) ごみの処理に関すること。 

(2) ごみの減量及び資源化に関すること。 

(3) 不法投棄等の廃棄物の不適正処理対策に関する 

こと。 

 

 

環境事業部では、循環型社会の形成をめざし、

安全で安定的なごみの収集・処理体制を確保す

ることを基本に、ごみの減量・資源化に関する

施策・事業を推進します。 

平成 27 年度は、ごみの適正処理や減量・資

源化に関する施策などの基本的事項を定めた一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画の見直しを行う

とともに、新ごみ処理施設の整備に向けて、施

設整備基本計画を策定します。また、ごみの収

集開始時間を早めることにより収集エリアの均

衡化を図るとともに、ごみの発生抑制を最優先

とした４R（リフューズ・リデュース・リユー

ス・リサイクル）の普及啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定 

ごみの減量・資源化の推進により、新たなご

み処理施設が適正な規模となるように減量目標

を定めるため、平成 21 年度に策定した一般廃

棄物（ごみ）処理基本計画を見直し、安全で安

定的なごみの収集・処理体制を引き続き確保し

ます。 

 

◆新ごみ処理施設整備基本計画等の策定及びご

み処理広域化手続きの推進 

昨年度策定したごみ処理施設整備基本構想を

踏まえ、新たなごみ処理施設の規模、処理方法

等の基本的事項を施設整備基本計画として策定

します。京田辺市とのごみ処理広域化について

も協議会を設置するなど事務手続きを進めます。 

 

◆氷室地域等住み良い環境整備基金を活用した

地域への支援の推進 

近年、東部地域とりわけ氷室地域において土

砂災害が多発していることを踏まえ、氷室地域

等住み良い環境整備基金を活用し、災害対策活

動拠点機能を備えた尊延寺区新自治会館の建設

に向けた支援を進めます。 

 

 

減量総務課 

穂谷川清掃工場 

東部清掃工場 

減量業務室 

＜平成 27 年度＞ 

環境事業部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 224 名 

再任用職員 24 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 2 名 

合計 250 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 

東部清掃工場 

穂谷川清掃工場 
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◆粗大ごみインターネット受付システムの PR 

粗大ごみのインターネット申込みの PR を拡

充し、積極的な活用を促進するとともに、新た

にインターネット予約申込み者を対象に、ごみ

に関する情報をメールマガジンで発信し、市民

サービスの向上を図ります。 

 

◆小型家電リサイクルの推進 

小型家電リサイクル法に基づき、ごみの適正

処理や資源の有効利用の確保を図るため、小型

家電リサイクルの本格実施に向けた体制等を検

討するため、市独自の試行を行います。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

9．アダプトプログ

ラム等の推進 

地域の美化活動をボラン

ティアで行うアダプトプ

ログラムについて市内 6

大学に PR するなど、幅広

い世代への普及を進める。 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

45．ごみ処理手数

料の見直し 

一般家庭ごみの有料化に

ついて、先進事例の調査や

研究に取り組む。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

塵芥収集業務 自然災害発生時等におい

て、迅速に対応し、市民へ

の影響を最小限に抑える

ためのセーフティネット

を確立するとともに、より

効果的かつ効率的な収集

体制について検討を行う。 

穂谷川清掃工場 

施設運営業務 

（工事） 

動物焼却炉の延命化等を

図るために、「①適正焼却

量・運転方法のマニュアル

更新」「②動物遺骸と副葬

品の分別(副葬品の別焼

却)の徹底」「③冷凍庫の活

用による焼却量の平準化」

を行う。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

行政財産（ごみ集

積場）の適正管理 

所管するすべてのごみ集

積場の利活用状況を踏ま

え、払い下げ等を含めた有

効活用を行う。 

市民サービスの向

上 

 

就業時間帯を見直し、午前

と午後の収集エリアの均

衡化を行い、収集エリアを

入替するなど、市民サービ

スの充実を図る。 

公用車の事故防止 交通安全講習会を開催す

るとともに、安全運転･安

全作業マニュアル研修や

ＫＹＴ（危険予知訓練）研

修の充実を図る。 

中学校の環境学習

の充実 

環境学習プログラムに取

り組む中学校区をスマー

トライフ推進校区に指定

し、環境学習の小中学校一

貫の学習体系を進める。 

ごみ収集車へのラ

ッピング広告 

ごみ収集車の車体への有

料ラッピング広告を事業

者から募集し、掲載する。 

ふれあいサポート

収集の拡充 

家屋の粗大ごみを所定の

場所まで持ち出すサービ

スについて、更なる対象者

拡充を図る。 
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【経費の削減】 

◆溶融スラグを土木資材等に活用することによ

り、焼却灰等の最終処分（大阪湾広域廃棄物

埋立処分場への埋立処分）に係る経費を削減

します。 

 

【財源の確保】 

◆ごみ焼却による熱を利用して発電した余剰電

力を競争入札により売電し、財源の確保に努

めます。 

 

◆穂谷川清掃工場内に寄附金付き自動販売機を

3 台設置し、新たな財源確保を行います。 

 

【【【【財源財源財源財源のののの活用活用活用活用】】】】 

◆スマートライフ推進基金を活用し、家庭から

排出される生ごみの計量を行い、見える化に

より減量を意識づける「計量ダイエット」の

モニター事業を実施します。 

 

 

 

◆環境事業部では、ごみの収集・処理やごみの

減量・リサイクルに関する取り組みを部全体

で行っていることから、定期的に部内で目標

や課題等の共有化を図ることにより、効率的

な組織運営を行います。 

 

◆現場での業務経験の蓄積や継承に必要な技

術・知識の向上をめざし、OJT の充実を図る

とともに、適材適所の職員配置を行い、組織

の機動力を最大限引き出すための組織体制を

構築します。 

 

◆公用車の事故防止に向けて、無事故・無違反

チャレンジコンテストに参加するとともに、

交通安全講習会の開催や安全運転･安全作業

マニュアル研修などを充実させ、職員の意識

の向上を図ります。 

 

◆部内の各課で連携することが難しい問題につ

いて、部内の職員で構成する「カイゼンプロ

ジェクト」で検討・提案等を行うなど、組織

の活性化と職員のスキルアップを図ります。 

 

 

 

◆ひらかた夢工房における情報発信 

ひらかた夢工房で、講習会や教室等のイベン

トを積極的に開催し、市民ボランティアによる

活動を通じて、ごみ減量やリサイクルに関する

情報を広く市民に発信します。 

 

 

 

 

 

 

◆啓発キャンペーン等の実施 

校区コミュニティ協議会や廃棄物減量等推進

員と連携し、駅前や街頭でのスマートライフキ

ャンペーンを実施するとともに、地域学習会や

小・中学校等における環境学習の開催など、様々

な活動を通じて、一人でも多くの市民に情報発

信を行います。 

 

◆イベント等の開催 

ごみ減量フェアやごみ減量講演会を開催する

とともに、穂谷川清掃工場や東部清掃工場の施

設見学を実施するなど、イベント等による啓発

活動を行います。 

 

◆様々な情報伝達媒体の活用 

広報ひらかたや市ホームページ、ケーブルテ

レビ、FM ひらかたなどに加え、ツイッターな

どの新たな情報伝達媒体を活用し、タイムリー

な情報を適切な形で情報発信します。また、環

境事業部制作のオリジナル啓発ソングを活用し、

市民に身近でわかりやすい、ごみ減量のＰＲを

展開します。 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 都市政策に関すること。 

(2) 市街地整備に関すること。 

(3) 都市景観に関すること。 

(4) 京阪本線連続立体交差事業に関すること。 

(5) 開発事業等に係る協議及び指導に関すること。 

(6) 開発許可及び建築確認の審査に関すること。 

(7) 建築物の維持管理、防災等の指導に関すること。 

 

 

都市整備部では、市民が安心・安全で快適に

暮らすことができるまちの実現に向け、まちづ

くりの計画・規制・誘導を行うとともに都市基

盤の整備を進めます。同時に少子高齢化の進行

や人口減少などの社会構造の変化に対応し、次

世代に継承できる活力と魅力のあるまちづくり

の計画に取り組みます。 

平成 2７年度は、引き続き鉄道施設や民間建

築物の耐震化を促進します。都市基盤整備の推

進では、京阪本線連続立体交差事業の事業用地

の取得を着実に進めます。新たなまちづくりの

計画では、都市計画マスタープラン（MP）の

改定と立地適正化計画の作成に取り組むととも

に、枚方市駅周辺再整備ビジョンの具体化を進

めます。また、開発行為や建築行為などを規制・

誘導するとともに景観形成にも取り組みます。 

 

 

◆都市計画マスタープランの改定及び立地適正

化計画の作成 

立地適正化計画は人口減少時代に対応するた

め、都市全体を見通した上で、都市機能を増進 

 

する生活利便施設の立地の適正化が図られるよ

うに都市機能誘導施設や施策を定めるもので、

関連する他の行政計画と整合を図りながら、上

位計画となる都市計画 MP の改定とあわせ、平

成 28 年度に作成します。 

 

◆枚方市駅周辺再整備ビジョンの推進 

本ビジョンの具体化を図るため、昨年度に引

き続き地元権利者の合意形成に向けた支援等を

行いながら、本ビジョンに示す広域駅前拠点、

まちなか交流拠点、生活サポート拠点の土地利

用や事業手法等の検討、及び歩行者動線の整備

や外周道路の整備、市駅北口・南口駅前広場の

拡充など交通環境の改善に係る検討を行い、将

来的な方向性の取りまとめを行います。 

枚方市駅周辺再整備ビジョンのイメージ 

 
 

都市計画課     

都市整備推進室   

連続立体交差課 

開発指導室開発調整課 

開発指導室開発審査課 

開発指導室建築安全課 

＜平成 27 年度＞ 

都市整備部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員  80 名

再任用職員  4 名

任期付職員  - 名

非常勤職員  5 名

合計  89 名

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆景観計画及び屋外広告物の取り組み 

地域の特性を活かした魅力ある景観づくりを

めざし、景観計画や、景観条例に基づく規制・

誘導を行うとともに、市民・事業者への周知、

啓発に取り組みます。 

また、良好な景観形成をめざして、市域の屋

外広告物の状況を踏まえて、市独自の屋外広告

物の規制・誘導基準の見直しを行います。 

旧枚方宿地区のまちなみ 

 
 

◆住宅・建築物耐震化の促進 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住

宅・建築物の所有者を対象とし、耐震化に要す

る費用の一部を補助するとともに、平成 25 年

度から 3 ヵ年計画で行ってきた、啓発文書の発

送を行い、耐震化の促進に取り組みます。 

また、枚方市住宅・建築物耐震改修促進計画

の計画期間（平成 20 年度～平成 27 年度）の

満了に伴い、補助制度の見直しなど、次期計画

の策定準備を行います。 

 

◆京阪本線連続立体交差事業 

枚方公園駅付近から香里園駅付近(寝屋川市)

までの延長約 5.5 キロメートル（うち枚方市域

約 3.4 キロメートル）の鉄道高架について、平

成 40 年度完成に向け、事業用地の取得を平成

30 年度末に完了できるよう、専門的ノウハウ

を有する民間機関も活用しながら取り組みを進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

主なスケジュール 

平成 25 年度  事業認可、地元説明会 

平成 25 年度～ 測量業務、用地取得 

平成 31 年度～ 鉄道高架工事 

平成 40 年度  事業完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

14．市域全体の建

築物の耐震性向上

(民間建築物の耐

震化を促進) 

補助制度の周知に努める

とともに、大阪府と連携し

ながら、住宅・建築物の耐

震化率 9 割をめざす。 

39．業務委託の拡

大 

京阪本線連続立体交差事

業における用地取得業務

の一部を外部委託化する。

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

第二京阪沿道まち

づくり関係事務 

平成 26 年度に行った、国

の委託業務である、緑地環

境実証調査の成果を活用

し、まちづくり協議会と連

携しながら都市近郊農地

の施策を検討していく。 

都市計画課運営事

務 

所管用地の用地管理に係

わる草刈り業務について、

類似事業所管課と調整し

効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

標準断面図 
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＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

連続立体交差事業

の説明内容の統一 

用地取得に係る市民等へ

の説明は職員、民間委託業

者双方が行うため、職員と

民間委託業者間で説明内

容を統一するなど、知識、

情報の共有化を図る。 

担当事務の組織横

断 

窓口業務などのルーチン

ワークのうち、グループ間

連携が必要なものについ

て、定期的に担当を入れ替

えることで、業務内容や進

捗管理の共有化を図る。 

 
 

 

◆京阪枚方市駅や鉄道施設の耐震補強事業の今

年度の完了に向け、国、府と協調し鉄道事業

者に補助金の交付を行います。（予算額１億

1833 万円） 

 

◆都市計画 MP の改定及び立地適正化計画の作

成に向けた検討を行うため、資料作成等の業

務の一部を外部委託します。（予算額 4000

万円：平成 26～平成 28 年度債務負担行為） 

 

◆京阪本線連続立体交差事業の用地取得を迅速

かつ円滑に進めるため、平成 27 年度の用地

取得業務を平成 26 年度に引き続き外部委託

により進めます。（予算額 ３億 6500 万円） 

 
 

 

◆昨年度に引き続き、部に新たに配属された職

員を対象とする研修を行い、部の業務内容の

理解、職員の資質向上に努めます。 

 

◆立地適正化計画の作成においては、広域的な

連携が必要であるとともに、新たに作成する

計画であることから、国、府及び関係団体が

行う研修会等に積極的に参加し、情報収集や

職員の意識啓発に努めます。 

◆京阪本線連続立体交差事業については、関係

者に対し職員・民間委託業者双方が満足度の

高い説明、対応ができるよう、双方が連携し

ながらそれぞれの職員の資質向上を図るとと

もに、取り組みの進捗管理の徹底に努めます。 

 

◆住宅施策等に関し、国・府・公社・ＵＲ等、

様々な関係機関との連携が必要であるため、

定期的に会議を開催し、情報の共有化や意見

調整を図るなど、効果的・効率的な業務執行

を行います。 

 

◆開発指導、建築指導行政及び市街地開発事業

に係わる各種協議会や講習会に積極的に参加

し、担当職員の資質向上に努めます。 

 

◆災害時において二次災害を防止するため、建

築物や宅地の安全確認を行う危険度判定士や

被災建築物応急危険度判定コーディネーター

の資格取得者の増員を行います。 

 

 

◆常に最新の情報となるようホームページの掲

載内容の更新を行い、迅速かつわかりやすい

情報発信に努めます。 

また、以下の行政情報をホームページや広

報ひらかたを活用しきめ細かく発信します。 

・住まいに関する国・府の給付金制度や相談

窓口の設置状況 

・枚方宿地区まちづくり協議会主催の活動や

イベント 

・住宅・建築物の耐震化促進などの部の重点

施策や、防火・避難に係る立入り調査の取

り組み 

・都市計画に係わる説明会等の周知や変更内

容 

 

◆屋外広告物の新たな規制・誘導基準の見直し

を進めるにあたり、関連団体等へ広く周知す

ると共に普及啓発に努めます。 

 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅲ  予算編成・執行 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 道路及び交通に関すること。 

(2) 公園及び緑化に関すること。 

(3) 河川に関すること。 

(4) 里山の保全及び振興に関すること。 

 

 

 

土木部では、だれもが安全で安心して暮らす

ことができるまちをめざし、道路や公園、河川

などの都市基盤整備を行うとともに、自転車の

安全利用をはじめとする交通安全の啓発や、快

適な生活空間を創造するためにみどりの保全や

緑化の推進に取り組みます。 

また、事業の実施にあたっては、その効果や

緊急性などの優先度に、中長期的な視点も加え

選択と集中を行うとともに、国の社会資本整備

総合交付金などを最大限に活用しながら進めま

す。 

平成 27 年度は、「集約型都市構造」（※）の

実現に向け、交通事業とまちづくりが連携した

総合的かつ計画的な交通政策に取り組みます。 

引き続き、安全で快適な交通体系の軸となる

枚方藤阪線の計画的な整備、防災機能を兼ね備

えた東部公園の第２期整備区域の造成工事を進

め、安全で快適なまちづくりに取り組みます。 

また、みどりの持つ多様な機能を広く周知し、

その効果を発揮させるために、「緑の基本計画」

の改定や里山の保全に取り組みます。 

 

※「集約型都市構造」とは、少子・超高齢化

社会に対応するため、都市構造を拡散型か

ら集約型へ転換し、コンパクトなまちづく

りを進めていくもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方藤阪線（天津橋工区）完成区間 

 

 

 

◆都市基盤として安全・快適で活力を生む道路

交通網の整備 

広域交通ネットワークを構成する新名神高速

道路やＩ.Ｃ.へのアクセス道路となる都市計画

道路内里高野道線の整備促進にあたっては、市

民にしっかりと情報発信を行うとともに引き続

き、事業者に対し、周辺環境に十分配慮した道

路として整備されるよう働きかけます。 

また、淀川を渡河する新橋の整備については、

対岸市と連携して認識を深めるとともに、早期

整備に向けて国・府へ働きかけます。 

本市の都市計画道路については、安全で円滑

な交通体系を構築するため、本市道路ネットワ

土木総務課   里山みどり課 

道路管理課   公園課 

道路補修課   交通対策課 

道路整備課   用地課 

＜平成 27 年度＞ 

土木部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 123 名 

再任用職員 8 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 1 名 

合計 13２名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く。 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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ークの軸であり、第二京阪道路や枚方市駅へア

クセスする牧野長尾線や枚方藤阪線、さらに避

難路や緊急時の輸送経路の確保に繋がる御殿山

小倉線や中振交野線の整備を計画的に進めます。 

また、国、府、警察、本市が連携して取り組

んでいる国道 307 号の渋滞対策については、

それぞれの役割の中で、（仮称）責谷川沿い道路

の整備に向け、取り組みます。 

 

◆安全・安心な交通環境の創出 

本市の将来都市像の実現を図る観点から、交

通事業とまちづくりが連携した総合的かつ計画

的な交通施策として、「枚方市総合交通計画」の

策定に向け、取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学路の安全対策としては、安全な歩行空間

の確保を図るため、「通学路交通安全プログラ

ム」に基づき、JR 学研都市線の交野踏切及び

第一藤阪踏切の拡幅整備に取り組むとともに、

中宮第 2 号線の改良整備を進めます。 

安全で快適な自転車利用環境を創出するため、

走行空間の拡大・自転車の交通マナー学習機会

の充実・高齢者の事故抑制に取り組みます。 

 

◆道路・公園等の効果的・効率的な維持管理 

道路や公園などの機能や安全性を確保するた

め、これらの施設の異常や支障箇所の早期発見

を目的に引き続きパトロールを行うなど、迅速

な対応に努めます。 

また、安全で快適な道路環境の保持及び効果

的・効率的な施設の維持管理を図るため、主要

道路リフレッシュ事業を継続的に進めるととも

に、道路照明灯などの点検のほか、橋梁やトン

ネルについては、より精度を高めた点検を行い

ます。 

橋梁や公園の長寿命化計画に基づく、修繕や

耐震化、改築等の工事、また、近年頻発する集

中豪雨などに対応するため、緊急体制の充実を

図るとともに、道路排水施設等における排水機

能の改善に引き続き取り組みます。 

 

◆公園の整備と緑化推進や緑地保全によるみど

り豊かな都市環境の創造 

東部公園については、第２期の整備として緑

地部分の整備を進めていきます。また、星ケ丘

公園は計画的に用地取得を行っており、今年度

は、自然林部分を含めた区域拡張の整備も行い、

市民へ憩いとやすらぎの場を創出します。 

天満川緑道の北楠葉町地区においては、火災

における延焼防止効果を高めることや一時避難

地への避難経路を確保するため緑道の整備を進

めていきます。 

みどりの保全、創出、活用を総合的かつ計画

的に進めるため、環境や社会状況の変化に対応

した「緑の基本計画」を改定するとともに、「里

山保全基本計画」については、関連諸計画と整

合を図り、改定作業を進めます。 

また、平成 26 年度に創設した「花と緑のま

ちづくり事業」については、市民への周知をさ

らに図り、地域における緑化活動、みどりによ

る良好な景観、拠点整備による地域のにぎわい

の創出をめざします。 
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＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

9．アダプトプログ

ラム等の推進 

公園・道路・河川の日常的

な維持管理についてアダ

プトを推進する。 

27．市内スポーツ

施設の管理運営体

制の一元化 

スポーツ施設の管理運営

の一元化に向け検討を進

める。 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

市民からの通報や要望へ

の迅速な対応などの行政

の役割と責任やセーフテ

ィネットの確保等の視点

から整理し、それを踏まえ

た今後の方向性について、

基本的な考え方を示す。 

37．指定管理者制

度の導入拡大 

公園等の管理方法として、

「市民の森」の指定管理者

制度の導入に向けて、具体

的に検討する。 

41．特別会計・企

業会計の経営健全

化と一般会計繰出

金の抑制 

②自動車駐車場特

別会計 

適切な施設保全と利用者

増に繋がる施策を推進さ

せます。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

里山保全事業 津田地区、穂谷地区の森づ

くり委員会やボランティ

ア団体への活動の支援 

駐車場案内システ

ム維持管理業務 

駐車場案内システムの廃

止と案内板の撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

安全作業の徹底 「安全十則」「安全作業の手

引」などにより、常時の安

全確認と意識啓発を行う。 

公用車の事故防止 運転中の安全確認はもとよ

り、道路上での作業中の安

全対策等も含めて、効果的

な講習等について検討し、

実施する。 

 

 

 

◆市域幹線ネットワークの強化を図るため都市

計画道路の建設や、防災・安全対策として通

学路の改良整備や主要道路リフレッシュ事業

などに国の交付金等を最大限に活用し、効率

的に取り組みます。 

 維持管理 建設事業 計 

平成 27

年度当初

予算 

10 億 

1700 万円 

18 億 

1000 万円 

28 億 

2700 万円 

 

 

 

◆道路・公園等の整備から維持管理まで一貫し

て所管する部として、各課間の連携を密にし、

効果的・効率的に事務事業の執行を図ります。 

 

◆災害時等のセーフティネットとして万全の対

応が取れるよう、災害対応訓練などによる検

証を繰り返し、充実した態勢を整えます。 

 

◆新名神高速道路やその関連事業など、広域的

な事業調整の増大に対応するため、大阪府と

の人材交流を積極的に行います。 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅲ  予算編成・執行 
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◆部内報や部内研修の充実などを通じて、各課

の事務事業の共有化を促進し、意識・知識・

見識など職員力のさらなる向上に取り組み、

自律型職員の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新名神高速道路をはじめ、都市計画道路・公

園等の整備は、本市のまちづくりや市民生活

に与える影響も大きいことから、広報ひらか

たやホームページなど適時・適切に周知が図

れるよう情報発信します。 

 

◆市民の皆様への周知や普及啓発などの情報を

正確かつ効果的に発信するため、部内各課の

ホームページの充実など、情報発信の強化に

努めます。特に公共工事に際しては、現場の

仮囲いに計画平面図などを掲示し、市民の皆

様に事業への理解を深めます。 

 

◆みどりに関する、様々な活動を市民の皆様に

紹介するため、市民の各種環境関連イベント

において、里山保全に関する情報や保全活動

団体の活動内容を示したパネル、「ひらかた

Green ワークショップだより」などを展示す

るとともに、里山保全に関する講座の実施や

エフエムひらかたへの出演等を通じ、広く市

民に情報を発信します。 

 

◆みどりのシンポジウムの開催 

全国緑化キャンペーンである「みどりの月 

間」期間中に開催している「枚方市緑化フェ

スティバル」の40周年記念事業として「み

どりのシンポジウム」を行います。 

基調講演、パネルディスカッションを実施

し、市民にみどりが持つ多様な機能について

理解を深めてもらうとともに、その中で得ら

れた貴重な意見や情報などは「みどりの基本

計画」に反映します。 

 

 

 
 

 

Ⅴ  広報・情報発信 

 

ファミリー花壇コンテストの様子 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 市有建築物(教育機関に係る施設を含む。)の新設･ 

改良等工事の計画・設計・施行に関すること。 

(2) 市有建築物の定期点検の調整に関すること。 

(3) 市有建築物の環境整備に関すること。 

(4) 公共施設等の整備に係る PFI 事業に関すること。 

(5) 新病院整備事業のうち、建設に係る進行管理及び 

総合調整に関すること。 

(6) 総合文化施設建設事業の実施及び調整に関すること。 

 

 

公共施設部は、市民の共有財産である公共施

設としての品格性、快適性、機能性、安全・信

頼性及び利用者満足度の向上に向けた効果的か

つ効率的な建設、並びに維持保全の推進に取り

組んでいます。 

平成２７年度は、新学校給食調理場や新消防

本部庁舎などの整備を計画どおり進め完成を目

指すとともに、総合文化施設や枚方保育所建替

えなどの設計に着手します。 

また、市有建築物の長寿命化を図るための維

持保全を計画に沿って着実に進めるとともに、

学校園からの様々な改修・修繕要請に対しては

適切な処置を講じて教育環境の維持・向上に努

めます。 

 

 

 

◆市有建築物の計画的な保全 

市有建築物を適正に維持保全するため、「市有

建築物保全計画」に基づき、財政負担の平準化

を図りつつ、計画的に改修・更新工事を進めま

す。 

 

【平成 2７年度工事実施予定】 

○小中学校以外の施設・・・４４施設 

○小中学校・・・６１施設 

 

◆総合文化施設の整備 

文化芸術活動の新たな拠点となる総合文化施

設について、平成 31 年度中の完成を目指し、

プロポーザル（技術提案）により選定した設計

事業者と連携し設計を進めます。 

 

◆新消防本部庁舎整備事業 

デジタル化消防救急無線や最新の消防情報シ

ステムを備えた新消防本部庁舎を、平成 27 年

7 月の供用開始に向け円滑に整備工事を進めま

す。 

 

◆新学校給食共同調理場の整備 

平成 28 年度の中学校給食の実施及び小学校

給食共同調理場の老朽化に対応するため、11

月末の完成に向けて新学校給食共同調理場の整

備工事を進めます。 

 

 

 

 

施設整備室 

重点施設建設準備課 

＜平成 27 年度＞ 

公共施設部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 68 名 

再任用職員 6 名 

任期付職員 1 名 

非常勤職員 - 名 

合計 75 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆公立保育所の建替え・リニューアルの実施 

園児の増加が予想される保育需要に応えると

ともに、老朽化対応と保育環境の向上と充実を

図るため、枚方保育所の建替えについて平成

29 年度末の完成を目指し設計を進めます。ま

た、香里団地保育所のリニューアル工事を実施

します。 

 

◆新病院整備事業 

平成 26 年 9 月の新病院開院に伴い、役割を

終えた旧病院の解体工事を完了させた後、平成

28 年末のグランドオープンに向けて駐車場な

どの整備工事に着手します。 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

20．市有建築物の

計画的な保全 

財政負担の平準化を図り

ながら計画的に改修・更新

工事を進める。 

学校施設整備計画などを

踏まえ、第２期実施計画

（平成２８年度から平成

３２年度）をまとめる。 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

公共建築物整備業

務 

経済的、効率的な設計及び

的確な工事施工監理を実

施する。 

施設所管部署における施

設満足度を把握し品質向

上に努める。 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

市有建築物の計画

的保全に係る効率

的実施手法の構築 

効率的・効果的な執行を図

るため、先進事例等の調

査・研究を進める。 

公共工事の品質確

保 

設計図書で定める品質及

び性能を施工の各段階で

確認し、品質の確保及び向

上を図る。 

市有建築物データ

ベースシステムの

活用 

竣工図面や工事履歴等の

データベースを活用し、改

修工事等を効率・効果的に

進める。 

 

 

 

◆公共施設の整備にあたっては、社会情勢を踏

まえた事業費の把握に努めます。また、国等

の動向を注視し、現行の国庫補助制度はもと

より、新たに創設される補助制度の積極的な

活用に努めます。 

 

◆公共施設の設計時には、品質を下げずにコス

トを下げる、あるいはコストを上げずに品質

を向上させる設計ＶＥの視点で取り組み、効

果的な予算執行に努めます。 

 

◆公共施設としての品格性、快適性、機能性、

安全・信頼性及び利用者満足度の向上など、

施設整備に係る費用対効果の向上に努めます。 

 

◆省エネルギー化など施設のライフサイクルコ

ストを考慮した施設整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 Ⅲ  予算編成・執行 
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◆部内全職員が部の運営方針に掲げた取り組み

目標や課題を共有し、達成に向けて取り組み

ます。 

 

◆建設事業を円滑に進めるため、施策の企画立

案の段階から技術的な課題の解決に取り組み

ます。 

 

◆学校園の改修工事が集中する夏休み期間中な

ど、工事繁忙期には、部内組織を柔軟かつ横

断的に組織し、部内全職員が一丸となって取

り組みます。 

 

◆職場内におけるきめ細かな OJT の実施によ

り、業務遂行上必要となる専門知識や技術等

の向上と育成に努めます。    

 

◆国土交通省所管の国土交通大学校や（財）全

国建設研修センター等の研修を積極的に活用

し、公共施設の品質向上や業務を効率的かつ

的確に実施する業務生産性の向上に加え、新

しい行政ニーズにも的確に対応できる人材の

育成に努めます。 

 

 

 

◆工事施工状況等の情報発信 

多くの市民が利用される施設や関心度の高い

施設の施工状況等について、ホームページや広

報ひらかたなどを活用し、積極的に情報発信に

務めます。 

 

◆重点施策の設計状況等の情報発信 

重点施策のうち総合文化施設については、プ

ロポーザル（技術提案）により選定した設計事

業者と連携し設計を進める中で、進捗に応じて

適宜、設計状況をお知らせします。 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅳ  組織運営・人材育成 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 現金（基金に属する現金を含む）、有価証券及び 

物品の出納・保管に関すること。 

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。 

(3) 財政資金の需要計画の策定に関すること。 

(4) 決算及び附属書類に関すること。 

(5) 指定・収納代理金融機関に関すること。 

 

 

 

会計管理者は、公金の収入・支出及び保管、

支出手続きの審査確認など適正な公金管理・会

計事務を管理・監督する役割を担っています。

このため法令等に基づき、適正かつ効率的な会

計事務の執行管理を行い、会計処理に誤りがな

いよう努めるとともに、社会経済状況の変化に

的確に対応した公金の安全で効率的な運用と円

滑な資金調達により、健全な行財政運営の確保

を図ります。 

 

 

 

◆公金の適正な管理 

公金の収入・支出が、適正に執行されるよう

法令等に基づき、厳正な審査を行うと同時に、

各課会計担当者との連携や会計実務能力の向上

を図ることにより不適切な会計処理を防止し、

公金の適正な管理を行います。 

 

◆公金の安全で効率的な資金運用 

資金運用については、公金の収入・支出の収

支状況のチェックと今後の収支見込みなどによ

り、余裕資金などを的確に把握したうえで、安 

全性を第一とし、銀行等の定期預金に加え、国 

 

債等の債券運用を行うことで、低金利下でも運

用益の確保を図ります。 

 

◆指定金融機関等の検査の実施 

指定金融機関及び収納代理金融機関に対して

公金の収納・支払等の事務が適正に処理されて

いるか検査を実施します。 

 

 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

審査事務 会計事務に関わる書類に

記載ミス等があった場合

は個別指導や再発防止に

向けた助言等を行う。ま

た、会計実務研修の実施や

啓発文書の配付などによ

り、各課に会計実務の浸透

を図り、支出命令書の返戻

件数の縮減をめざす。 

 

 

 

 

 

会計課 

 

＜平成 27 年度＞ 

会計管理者の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 11 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 - 名 

合計  11 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

窓口還付の効率的

な執行 

税や国民健康保険の保険

料などの還付手続きにつ

いて、会計課窓口で行うこ

とを基本としてきたが、振

込みを基本に変更するこ

とで、窓口での還付手続き

件数を削減する。 

電子ファイルの効

率的な活用 

共有サーバ内の電子ファ

イル等について、適正な管

理を行うことで整理や廃

棄を進め、課員が利用しや

すい環境を構築し、事務の

効率化を図る。 

環境負荷の低減 電子ファイルや裏紙の使

用により、紙の使用量を削

減する。また、昼休みなど

の消灯や使用しないパソ

コンの蓋を閉めるなどに

より環境負荷の低減を図

る。 

 

 

 

 

◆歳計現金の資金不足時の資金調達については、

基金からの繰替え運用を基本とし、調達額や

期間を必要最小限にすることで、借入利息の

抑制を図ります。 

 

 

 

 

◆会計課職員が会計実務テキスト等を参考に研

修を行い、公金取扱の重要性の認識、コンプ

ライアンス意識の醸成に努め、正確な会計処

理ができるように会計担当者の資質や実務能

力の向上に努めます。 

 

 

◆行政管理講座や債券運用セミナーなどの外部

研修に参加することで、審査や出納などの会

計実務能力の向上を図ります。また、河北会

計事務連絡会に参加し、近隣市が抱える課題

に関する研修や情報交換を行うことで、職員

の能力向上を図ります。さらに、研修参加者

による課内フィードバック研修を実施し、研

修知識の共有化を図ります。 

 

 

 

◆決算書・決算概要説明書の公開 

平成 26 年度決算書・決算概要説明書は庁内

行政資料コーナー及び市内各図書館に配付しま

す。また、過年度分を含む決算情報等について

は、決算概要説明書をホームページに掲載する

ことで、市民に決算情報を提供します。 

 

 

 

 

 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 上水道に関すること。 

(2) 上下水道局内の庶務の総括に関すること。 

 

 

 

水道部では、““““信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる水道水道水道水道    満足満足満足満足されるされるされるされる

水道水道水道水道    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな水道水道水道水道””””の実現に向けた取り組

みを着実に進め、お客さまに安全でおいしい水

を安定的に供給します。 

老朽化が進む水道施設の更新・改良や耐震化

については、中長期的な視点に立ち、アセット

マネジメントを導入しながら計画的に実施しま

す。また、それを推し進めるために上下水道局

の組織を再編し、業務効率の向上を図ります。 

 

 

 

◆中宮浄水場更新事業 

持続可能な水道を実現するための重点施策と

して、新たに建設する浄水場から平成 37 年度

に給水を開始することを目標に、中宮浄水場の

更新事業を進めます。 

平成 27 年度から、更新事業の基礎となる基

本構想策定・基本設計業務に取り組み、平成 30

年度中の業務完了をめざします。 

加えて、この業務の中で、浄水処理方式や処

理能力等を検討するほか、更新後のより効果

的・効率的な事業運営の手法についても併せて

検討します。 

 

 

◆応急給水拠点の整備 

大規模災害に備え、市民生活に最低限必要な

水を確保し、応急的に給水ができる応急給水拠

点の整備を進めます。平成 33 年度までに市内

14 施設の整備を計画しており、平成 27 年度

は、11・12 箇所目となる北山配水場、鷹塚山

配水場の整備に向けた実施設計を進めます。 

 

◆老朽化した水道施設の更新・改良 

老朽化した水道管の更新・改良を、耐震化及

び鉛製給水管の解消とともに計画的・効率的に

進めます。 

また、水道施設全体の更新・改良については、

アセットマネジメントを反映させた整備計画の

策定に向けて取り組みます。 

 

◆上下水道局組織の強化・充実 

「上下水道事業が抱える課題に、局が一丸と

なって対応できる組織」 「お客さまにとって便

利でわかりやすく、職員にとっては業務効率の

良い組織」を構築し、上下水道局組織の強化と

充実を図るため、上下水道事業を一体に捉えた

組織再編を行います。 

なお、新たな組織体制は、新管理棟完成によ

る上下水道事業の執務場所の統合と合わせて、

平成 28 年 4 月からスタートします。 

 

上下水道経営課  水道保全課 

給水管理課    浄水課 

水道工務課 

お客さまセンター 

＜平成 27 年度＞ 

水道部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員  101 名 

再任用職員  21 名 

任期付職員  - 名 

非常勤職員  2 名 

合計  124 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

漏水調査事業 漏水調査について、定点監

視型の漏水調査機器の活

用などにより、経費の縮

減、作業効率の向上を図る

が、根本的な業務のあり方

についても検討を深める。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

給 水 訓 練 の 効 率

的･効果的な実施 

大規模災害等危機事象に

備えて重要な各種訓練の

うち、個別に実施していた

各団体との合同給水訓練

について、実施方法の見直

しを行い、各団体間の連携

強化を図る。 

予納金制度の見直

し 

工事等臨時用水道の料金未

納を防ぐための予納金制度

について、業務量と効果を

検証し、より効率的・効果

的な制度の確立を図る。 

水道保全のための

調査業務の見直し 

小規模貯水槽の調査業務

について、業務改善の観点

から見直し、啓発活動を徹

底する方向で整理を行い、

平成 28 年度からの実施

に向け、業務内容変更につ

いて周知を図る等の手続

きを進める。 

庁内ネットワーク

システムの積極的

な活用 

水道部では、局内全体に関

わる総括的な業務を所管

するため、局内向けの周知

など、庁内ネットワークシ

ステム機能を積極的に活

用し、事務の効率化を図

る。また、局内でのシステ

ムの利用促進に努め、局全

体の事務の効率化に繋げ

る。 

公用車事故防止策

の継続実施 

水道部では、ダンプ車や給

水車など特種車両も有し、

車を使用する業務が多い

ため、公用車事故の防止に

向けて、継続的な啓発を行

っていく。また、啓発がマ

ンネリ化しないよう、工夫

を凝らす。 

 

 

 

◆水道事業会計は、節水機器の普及や人口減少、

加えて、大口需要者の水道水利用から地下水

採取への切り替えにより、給水収益の減少が

続きますが、経費節減を徹底し、健全な予算

編成を行いました。さらに、予算執行につい

ても、経費削減に取り組み、健全な経営を維

持します。 

また、資本的収支では、建設改良費が増加し

ますが、自己財源を活用し、企業債発行額を

抑制しながら、計画的に企業債残高の縮減を

図ります。 

 

◆下水道事業会計は、供用開始区域の拡大にも

かかわらず、水需要は減少し、使用料収入の

減少傾向が続きますが、経営の効率化、経費

の節減に努め、一般会計からの基準外繰入金

を削減した予算編成を行いました。 

 

 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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◆本市水道事業の将来を担うエキスパート職員

を、長期的視点で育成していきます。そのた

め、本人の意向や適性などを見極めながら、

部内のジョブローテーションを活用し、若手

職員の資質や能力の向上に努めます。 

 

◆水道事業が、お客さまの信頼の上に成り立っ

ていることを、全職員が再認識し、服務規律

の確保を徹底していくため、コンプライアン

スの向上に向けた取り組みを継続的に行って

いきます。 

 

 

 

◆安全でおいしく、安価な水道水のＰＲ 

高度浄水処理を施した安全でおいしく、し

かも安価な水道水について、広くＰＲを図る

ため、市の情報提供番組で、高度浄水処理な

ど水処理に関する特集を制作し、放送するほ

か、出前講座やイベントなど、様々な機会を

通じて水道水に関する情報を発信します。 

 

◆新組織体制に関する情報発信 

平成 28 年 4 月からの新たな組織体制、上

下水道の執務場所の統合にあたって、問い合

わせ先や行き先等でトラブルが発生しないよ

う、様々な広報媒体を活用し、わかりやすく

情報発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

＜平成 27 年度完成予定 上下水道局 新管理棟＞ 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 公共下水道の汚水・雨水施設の新設、改良及び 

災害復旧に関すること。 

(2) 公共下水道施設の計画及び事業認可に関すること。 

(3) 浸水対策に関すること。 

(4) 下水道事業に係る用地の管理及び境界確定、占有 

許可その他管理に関すること。 

(5) 公共下水道施設、水路及び排水ポンプ場等の維持 

管理並びに災害復旧に関すること。 

 

 

下水道部では、公共下水道の整備や浸水対策

事業を行い、一層の経営改善に取り組みながら、

着実な事業執行と健全経営の両立に努めます。 

公共下水道の汚水事業については、住居系地

域での平成 30 年度概成をめざすとともに、工

場系地域での実情に応じた整備に取り組みます。 

また、雨水事業については、近年多発する集

中豪雨に対応し、雨水管渠やポンプ場の整備を

推進するとともに、地域課題の浸水対策も実施

します。 

さらに、下水道浸水被害軽減総合計画に基づ

き、ハード対策の取り組みとソフト対策を合わ

せて進めます。 

 

 

 

 

◆公共下水道汚水整備事業 

中部及び東部地域を中心に汚水整備事業を展

開するとともに未承諾地区や整備困難地区の解

消にも取り組み、人口普及率で 95.6％の整備

をめざします。 

 

 

 

◆公共下水道雨水整備事業 

浸水対策として、船橋本町雨水支線や養父丘

排水路などの整備に取り組むとともに、新安居

川ポンプ場及び溝谷川ポンプ場の排水能力の向

上をめざし整備を進めます。  

 

◆下水道浸水被害軽減総合事業 

下水道浸水被害軽減総合計画に基づくハード

対策として、蹉跎排水区では、雨水貯留施設の

整備等に着手し、楠葉排水区では、基本設計に

着手します。また、ソフト対策として引続き土

のうステーション設置などの対策を進めます。 

 

◆下水道長寿命化事業 

老朽化する下水道施設を将来にわたって計画

的に維持管理・改築・修繕していくため、施設

情報管理システムによる基礎データ等をふまえ、

下水道施設ストックマネジメント基本構想の策

定を進めます。 

 

◆下水道施設の適正な維持管理 

浸水対策への初動体制の強化として、藤本川

ポンプ場･黒田川ポンプ場の 2 箇所でポンプ場

の初期自動化を進めます。 

また、危険性・緊急性の高い老朽化した下水

道管を更生し、適正な耐震化や機能確保を図り、

道路陥没等による機能障害を未然に防止します。 

Ⅰ  重点施策・事業 

下水道整備室 

下水道管理課 

下水道施設維持課 

＜平成 27 年度＞ 

下水道部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 93 名 

再任用職員 15 名 

任期付職員  - 名 

非常勤職員 1 名 

合計 109 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

■ 基本方針 ■ 
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＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

33.技能労務職員

等の配置基準の見

直し 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

41.③下水道事業

経営健全化 

汚水私費、雨水公費の負担

の在り方を検討するとと

もに、積極的に公共下水道

への接続を働きかける。 

 

＜改善・改革サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

公共下水道計画事

務（汚水） 

下水道整備を進め、人口普

及率の向上を図る。 

公共下水道計画事

務（雨水） 

下水道浸水被害軽減総合

事業を進め、浸水被害の軽

減を図る。 

 

＜業務改善運動のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

危機管理体制の充

実 

部内マニュアルによる情

報共有と訓練実施の強化。 

業務効率の向上 事務進行管理表の作成、共

有フォルダの活用で業務

の効率化に努める。 

 

 

◆浸水被害の軽減を図るため、下水道事業経営

計画に基づき、ポンプ場や雨水支線等の整備

事業の推進に加え、下水道浸水被害軽減総合

計画による雨水貯留施設等の整備など、国費

を活用した予算としました。 

 

◆老朽化に伴う施設の更新や修繕、浚渫など、

下水道施設の適切な維持管理を行うための予

算を確保しています。 

 

◆下水道事業の執務場所が組織統合により平成

28 年 4 月から中宮に移転する予定ですが、

ワンストップサービスなど、お客さまにとっ

て便利でわかりやすく、職員にとっては業務

効率の良い組織体制の構築をめざし、上下水

道組織の再編に向けた準備を進めます。 

 

◆汚水管や雨水ポンプ施設の下水道施設長寿命

化計画や、浸水対策等の検討を進める上で、

部内の横断的なチームによる効率的な組織運

営を図ります。 

 

◆建設事業の設計や施工管理など、技術的･専門

的な業務が多いため、必要な専門研修に積極

的に参加し、部内で研修成果を共有化するこ

とで、職員のスキルアップを図ります。 

 

 

 

◆浸水対策の情報発信 

下水道浸水被害軽減総合事業や土のうステー

ションの設置など、新たな浸水対策の取り組み

について、市ホームページ等で市民にお知らせ

します。 

 

◆下水道の PR 

広報ひらかたや出前講座、FM ひらかたなど

の地域メディアを活用し、下水道に関する情報

を市民に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出前講座の状況） 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅱ  行政改革・業務改善 Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当業務＞ 

(1) 患者の診療及び看護に関すること。 

(2) 薬品の検査、出納及び保管に関すること。 

(3) 病院の安全管理に関すること。 

(4) 医療相談及び地域連携に関すること。 

(5) 文書、人事、服務、病院施設の管理に関すること。 

(6) 診療費請求等の医事業務及び電子計算組織の管理 

    運営に関すること。 

(7) 病院の経営、財務、契約に関すること。 

 

 

 

本院は、昭和 25 年の開設以来、北河内二次

医療圏における唯一の市立病院として、各医療

機関と連携しながら、基本理念である「心のか

よう医療を行い、信頼される病院」に基づき、

患者の立場に立った質の高い、身体にやさしい

医療の提供に取り組んでいます。 

平成 27 年度は、引き続き、新病院整備事業

（旧病院解体工事及び跡地整備工事）に取り組

むとともに、本市がめざす「健康医療都市」の

実現に向け、地域医療の充実を図る事業として、

地域医療連携システム構築事業にも取り組みま

す。 

 

 

◆新病院の整備 

平成 26 年 9 月 22 日に新病院を開院し、現

在、旧病院の解体工事を進めています。今後、

平成 28 年のグランドオープンに向け、土壌汚

染状況調査や文化財調査、跡地整備工事（駐車

場 179 台、車椅子使用者用駐車場 4 台を整 

備予定）に着手します。 

 

 

 

（グランドオープンイメージ） 

 

◆病院事業運営の健全化 

中期経営計画に基づき、新病院では放射線治

療をはじめとするがん治療の充実、内視鏡手術

など身体にやさしい医療の更なる充実を図るな

ど、「急な病気やがんの治療において市民にとっ

て身近で頼りになる病院」をめざす中期的な取

組にも力を注ぎます。 

また、新病院における経営実績データ（収入

及び支出）が蓄積されてきたことから、それら

を基に中期経営計画の見直しを行い、経営改善

に努めます。 

 

 

 

＜平成 27 年度＞ 

市立ひらかた病院の運営方針 

＜職員数＞H２７年 4 月１日現在 

医師 84(49)名 

看護師 290(277)名 

医療技術員 98(76)名 

事務員 57(24)名 

その他 16(3)名 

合計 545(429)名 

※臨時職員を除く。 

（ ）は、正職員数で内数。 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 

診療局  

看護局  

薬剤部  

医療安全管理室  

医療相談・連携室  

事務局（総務課・医事課・経営企画課） 
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◆地域医療連携システムの構築 

「健康医療都市ひらかたコンソーシアム」の

連携事業の１つとして、本市域内の医療資源の

有効活用を図り、より良い医療を提供するため、

市立病院を含む市内の中核的な病院の間で、情

報システムを用いて、患者の診療情報を共有化

しようとする『地域医療連携システム』の構築

に取り組みます。具体的には、紹介患者情報の

一元管理や診療情報提供書等の作成状況をリア

ルタイムに把握するため、院内の情報システム

を整備するとともに、健康医療都市ひらかたコ

ンソーシアムの地域医療連携システム部会にお

いて協議を進めます。 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 
 

改革課題 取り組み内容・目標 

４１.特別会計・企

業会計の経営健全

化と一般会計繰出

金の抑制 

④ 病 院 事 業 会 計

（経営の健全化） 

○資金収支における健全

性の維持。 

（平成 27 年度決算） 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 
 

事務事業 取り組み内容・目標 

市立病院施設維持

管理事業 

○患者の療養環境に配慮

しつつ、各施設の電気使

用量を抑制するよう、効

率的な運用に努める。ま

た、照明点灯時間・空調

機の運転等を小まめに

点検・調整する。なお、

改善目標については、平

成 26 年 10 月以降の実

績をもとに設定する。 

 

 

 

 

＜業務改善運動のテーマ・目標＞ 
 

テーマ 取り組み内容・目標 

７東病棟の稼働 ７東病棟を段階的に稼働

させる。 

・6 月～   

入院患者数制限運用（一

般 20 床・感染症 3 床） 

・10 月～   

病棟フル稼働（一般 38

床・感染症 8 床） 

病床利用率の向上 ８０％以上 

紹介率の向上 ４０％以上 

医療事故の発生防

止 

医療事故の発生数０件 

 

 

◆新病院整備事業費として、工事請負費や委託

料など、９億 4894 万 2 千円の支出予算を

計上しています。 

 

◆地域医療連携システム構築に係る事業費とし

て、4320 万円の支出予算を計上しています。 

 

◆医業収益の拡大と医業費用の抑制により、医

業収支比率の引き上げに努めます。 

 

◆効率的・効果的な調達・契約、在庫管理の適

正化等により、引き続き、医薬材料費対医業

収益比率の抑制に努めます。 

 

 

◆大阪医科大学との連携を強化し、必要医師数

の確保に努めます。 

 

◆看護学校・看護大学との連携を強化し、新卒

者を中心に、必要看護師数の確保に努めます。 

 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

Ⅳ  組織運営・人材育成 
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◆各領域・各職種で、提供医療・サービスの充

実に必要な専門性を高めることができるよう

職員の専門性の向上と人材育成の強化を図り

ます。 

 

 

◆院内情報モニターによる情報発信や病院広報

誌、掲示物の他、広報ひらかたやホームペー

ジ等による情報発信を強化します。 

 

 

 

Ⅴ  広報・情報発信 
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 「教育目標」は、第 4 次枚方市総合計画第 2 期基本計画におけるまちづくりの基本目標「ふれあ

い、学びあい、感動できるまち」との整合を図りつつ、平成 27 年度までの教育委員会の施策推進

における目標として定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「基本目標」は「教育目標」を達成するための目標で、第 4 次枚方市総合計画第 2 期基本計画に

おける取り組みの基本方向「自他を生かす力を持つ子どもたちを育む」「学び続けるよろこびのある

まちをつくる」「出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる」をふまえ、教育委員会事務局

を構成する管理部、学校教育部、社会教育部の各部ごとに、その所管事務を基に定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会のののの教育目標教育目標教育目標教育目標及及及及びびびび基本目標基本目標基本目標基本目標についてについてについてについて 

枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会    各部各部各部各部のののの運営方針運営方針運営方針運営方針 

「「「「人人人人とふれあいとふれあいとふれあいとふれあい    ともにともにともにともに学学学学びびびび    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ」」」」    

～～～～子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長とととと学学学学びをびをびをびを支支支支ええええ、、、、社会社会社会社会をををを担担担担うううう人材人材人材人材をををを育育育育てるてるてるてる～～～～    

 

本市教育委員会は、「教育目標」のメインテーマとして「人とふれあい ともに学び 豊
かな心を育む」を掲げています。 

『人とふれあい』は、「同年齢の仲間だけではなく、幼児から高齢者、地域の人々など、
また障害のあるなしにかかわらず、すべての人が多くの他者との積極的なふれあいで、他者
を思いやり、他者と協調し、相互の理解をめざすこと」を示します。『ともに学び』は、「あ
らゆる世代が、様々な学習活動やスポーツ・レクリエーションなどの活動に参加し、自ら学
び、自ら考え、主体的に判断し行動ができる力と、たくましく生きるための健康や体力を育
む」ことを示し、『豊かな心を育む』は、「正義感や公正さを重んじる心、規範意識を身につ
け、人権を尊重し、美しいものを見て美しいと思える心など心豊かな人間に育つ」ことを表
しています。 

また、サブテーマとして、メインテーマ達成のために、『子どもたちの健やかな成長と学
びを支え』と示し、『社会を担う人材を育てる』と表現することで本市教育委員会の取り組
みを明確にしました。 

教教教教                育育育育                目目目目                標標標標    

【管理部】 

○学びを支える学習環境づくり         → 管理部管理部管理部管理部のののの運営方針運営方針運営方針運営方針 

【学校教育部】  

○笑顔あふれる学校園 

○学ぶ喜びのある学校園 

○信頼される学校園              → 学校教育部学校教育部学校教育部学校教育部のののの運営方針運営方針運営方針運営方針 

【社会教育部】 

○学びを支え心をつなぐ社会教育の推進 

○歴史文化遺産の保存と活用 

○スポーツ活動の活性化 

○生涯学習を支援し、情報活用環境を高める図書館サービスの充実 

                       → 社会教育部社会教育部社会教育部社会教育部のののの運営方針運営方針運営方針運営方針 

基基基基                本本本本                目目目目                標標標標    
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枚枚枚枚方市教育委員会教育目標方市教育委員会教育目標方市教育委員会教育目標方市教育委員会教育目標    

人とふれあい ともに学び 豊かな心を育む 
～子どもたちの健やかな成長と学びを支え、社会を担う人材を育てる～ 

  

   ☆自他を生かす力を持つ子どもたちを育む 

     ●乳幼児の健やかな成長を支える   ●子どもたちの学ぶよろこびを育み、生きる力を養う 

     ●子どもたちが学ぶ環境を整える   ●子どもたちを育む環境を整える  

   ☆学び続けるよろこびのあるまちをつくる 

     ●生涯学習を推進する        ●地域における情報活用環境を高める 

   ☆出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる 

     ●歴史文化遺産を保存し、活用する  ●市民スポーツ活動の活性化を図る 

第４次枚方市総合計画 第２期基本計画 

○社会教育の推進 

○歴史文化遺産の保存・活用 

○スポーツ施策の推進 

○スポーツ施設の整備 

○市民の生涯学習の支援 

○図書館資料の計画的・系統的な収集 

○学校園の安全対策 

○教育の情報化の推進 

○学校園施設・学習環境の整備 

○学校規模等の適正化の推進 

○学校給食の充実 

○小中連携の推進・充実 

○学校園運営体制の整備・充実 

○学習指導と心の教育の充実 

○生徒指導の充実 

○支援教育の充実 

○教職員研修の充実 

○幼稚園教育の充実 

○学びを支える学習環境づくり ○笑顔あふれる学校園 

○学ぶ喜びのある学校園 

○信頼される学校園 

    

□学校安全監視事業 

□教育の情報化推進事業 

□学校園施設改善事業 

□蹉跎中学校少人数教室等整備事業 

□小中学校施設整備事業 

□学校規模等適正化事業 

□小中学校給食共同調理場等整備事業 

□学校給食への地元農産物の利用 

□食物アレルギー対応の推進 

□小学校給食調理場におけるドライ運用 

 の推進 

    

□枚方市小中連携事業 

□枚方市少人数学級充実事業 

□基礎学力向上プロジェクト事業 

□枚方市英語教育推進事業 

□学校園活性化事業 

□学校図書館教育充実事業 

□教育フォーラム開催事業 

□枚方市生徒指導体制充実事業 

□教育相談実施事業 

□適応指導教室事業 

□人権・平和教育推進事業 

□安全・防災教育事業 

□支援教育学校園支援事業 

□支援教育コーディネーター支援充実事業 

□枚方市教職員育成事業 

□授業の達人養成・教科研究事業 

□預かり保育事業 

□幼児教育教室事業 

    

□社会教育推進事業 

□文化財啓発普及事業 

□特別史跡百済寺跡再整備事業 

□楠葉台場跡保存整備事業 

□トップアスリートとのふれあい事業 

□各種スポーツ大会等開催事業 

□市民スポーツカーニバル開催事業 

□社会体育施設利用促進事業 

□春日テニスコート整備事業 

□新たな図書館ビジョンの策定事業 

□図書館分館への指定管理者制度の導入事業 

□図書館サービスの推進事業 

□子ども読書活動推進事業 

□学校図書館支援事業 

□障害者・高齢者サービスの推進事業 

□図書館資料充実事業 

□枚方地域コレクションの構築事業 

主   な   事   業   等（平成 27 年度） 

教 育 委 員 会 の 主 要 施 策（平成 27 年度） 

○学びを支え心をつなぐ社会教育の推進 

○歴史文化遺産の保存と活用 

○スポーツ活動の活性化 

○生涯学習を支援し、情報活用環境を 

 高める図書館サービスの充実 

基基基基            本本本本            目目目目            標標標標    

管 理 部管 理 部管 理 部管 理 部    学校教育部学校教育部学校教育部学校教育部    社会教育部社会教育部社会教育部社会教育部    

平成平成平成平成 27272727 年度版年度版年度版年度版    
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会枚方市教育委員会のしくみについてのしくみについてのしくみについてのしくみについて    

教育委員会は､｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣の定めにより､教育に関する事務

を処理するために設置される合議制の執行機関です｡ 

この教育委員会制度は､一般人(レイマン)である非常勤の委員で構成される教育委員会の委員

の合議（教育委員会委員長を委員の互選により選出。委員長は、教育委員会会議を主宰）により､

大所高所から基本方針を決定し､それを教育長が事務局を指揮監督して執行するという｢レイマ

ン･コントロール｣のもとに運営されています。 
 

※ 平成 27 年４月 1 日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律が施行され、教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」の設置や、市長と教育

委員会で構成する「総合教育会議」の設置、教育に関する「大綱」の策定などが規定されま

した。 

なお、新制度による新たな教育長については、改正前の制度による教育長の任期満了まで

は経過措置が規定されています。このため、枚方市では平成 28 年４月１日から設置される

ことになります。 

○総合教育会議のイメージ 

○教育委員会の組織イメージ 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 教育に関する事務の執行状況の点検・評価に 

関すること。 

(2) 教育委員会の会議に関すること。 

(3) 通学区域の指定に関すること。 

(4) 学校園の設置及び廃止に関すること。 

(5) 学校園関連用地の管理に関すること。 

(6) 学校給食に関すること。 

 

 

枚方市教育委員会は、「人とふれあい ともに

学び 豊かな心を育む」～子どもたちの健やかな

成長と学びを支え、社会を担う人材を育てる～

を教育目標としています。（「枚方市教育委員会 

各部の運営方針」参照） 

その中で管理部は、教育委員会及び教育委員

会事務局の運営管理、並びに市立学校園の学習

環境整備及び学校給食の実施を担い、「学びを支

える学習環境づくり」を基本目標としています。 

平成 27 年度は、「学校園の安全対策」、「教育

の情報化の推進」、「学校園施設・学習環境の整

備」、「学校規模等の適正化の推進」、「学校給食

の充実」を重点施策とし、学びを支える学習環

境づくりを進めます。 

また、現在定めている「枚方市教育委員会教

育目標」が平成 27 年度までの目標であること

から、今後策定する教育の大綱及び現在策定中

の第５次枚方市総合計画の内容を踏まえ、「枚方

市教育振興基本計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

◆学校園の安全対策 

平成 26 年度に引き続き、小学校の監視カメ

ラ及び校門のオートロック装置に連動したワイ

ヤレスモニター子機付きインターホンの活用に

加えて、来校者の多い時間帯及び下校時間帯に

合わせた安全監視員等の配置を行います。 
 

◆教育の情報化の推進 

平成 26 年度に導入した校務支援システムの

本格稼動により、教職員が児童・生徒と向き合

う時間の確保と、よりきめ細かな指導による教

育の質の向上を図るとともに、児童・生徒に関

する情報を一元管理することで、学校内の情報

セキュリティの向上を図ります。 

Ⅰ  重点施策・事業 

教育総務課 

学校規模調整課 

学校給食課 

＜平成 27 年度＞ 

管理部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年４月 1 日現在 

正職員 112 名 

再任用職員 11 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 200 名 

合計 323 名 

＜教育機関の職員を含む＞ 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

■ 基本方針 ■ 

第一学校給食共同調理場（イメージ） 
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◆学校園施設・学習環境の整備 

老朽化する学校園施設・設備の機能回復を図

り、良好な学習環境を確保するため、「枚方市市

有建築物保全計画」に基づき、計画的な改修工

事を行うとともに、トイレのドライ方式による

全面改造や多目的トイレの設置などトイレの改

造工事を行います。 

また、小中学校施設の経年劣化による老朽化

に対応するため、平成 26 年度末に策定した「枚

方市学校施設整備計画」に基づき、学校施設の

更新整備に向けた取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆学校規模等の適正化の推進 

市立小・中学校の将来における適正な配置等

のあり方について、学校規模等適正化審議会か

ら答申を受け、「枚方市学校規模等適正化基本方

針」を改定します。 

 

◆学校給食の充実 

新たな小中学校給食共同調理場である第一学

校給食共同調理場について、平成 27 年 11 月

の完成に向けて整備工事を進めるとともに、中

学校給食の配膳室（受入施設）について、平成

26 年度の 7 校の整備に続き、今年度は残る 12

校で整備を進めます。 

また、平成 28 年度からの選択制中学校給食

の実施に向けて、給食運営システムの整備、調

理業務等委託事業の実施等を進めるとともに、

各中学校と連携しながら、試食会の実施など、

喫食率の向上に向けた取組を進めていきます。 

食物アレルギー対応について、平成 27 年 3

月に文部科学省が策定した「学校給食における

食物アレルギー対応指針」を踏まえた検討を進

めます。また、除去食用食器の改善について検

討を行います。 

また、「学校給食衛生管理基準」に定める「ド

ライ運用」について、既存のウェットシステ

ム全調理場での実施に向けて、試行実施とそ

の検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライ運用（洗浄水をトレーで受け、床にこぼさない） 

 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

 

 

 

 

改革課題 取り組み内容・目標 

33．技能労務職員

等の配置基準の見

直し（学校園校務

業務・学校給食調

理業務） 

技能労務職員等が従事す

る業務について、行政の役

割と責任やセーフティネ

ットの確保等の視点から

整理し、それを踏まえた今

後の方向性について、基本

的な考え方を示す。 

44．③市立学校園

の施設開放事業 

市立学校園施設開放事業

と市立小中学校体育施設

開放事業との整理・調整及

び電気使用料等の実費相

当額の負担について具体

化に向けた検討を進める。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 ドライ方式によるトイレ改造 
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＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

学校給食事業（委

託・単独調理場） 

老朽化が進む調理場の施

設整備や調理場運営の委

託化、単独調理場と共同調

理場の配置の見直し等に

ついて長期的視点から検

討する。 

 

＜業務改善運動のテーマ・目標＞ 

 

 

 

＜予算編成＞ 

◆学校園施設の改修や中学校給食の実施にあた

り、国の学校施設環境改善交付金や大阪府補

助金等の活用を図ります。 

 

＜予算執行＞ 

◆平成 26 年度に引き続き、市立小中学校全 64

校の電力調達について、特定規模電気事業者

（PPS）等を活用し経費の節減を図ります。

また、節減による効果額については、学校の

図書費や、ＬＥＤ照明の導入などに活用しま

す。 

 

◆市立小学校 15 校のパソコン教室の機器の更

新に合わせ、仕様の見直しを行い、各校 45

台のタブレット型端末を導入します。また、

更新後のＩＣＴ機器については、売却を行い

収入の確保を図ります。 

 

◆管理部の基本目標である「学びを支える学習

環境づくり」の充実をめざすため、部内の緊

密な連携による効果的な組織運営に努めます。 

 

◆学校施設の更新整備については、相当の専門

的な知識が必要なことから、先進都市視察や

専門研修等への参加などにより、職員の人材

育成を図ります。 

 

◆給食調理など技術を要する業務や情報通信技

術など専門性が求められる分野については、

業務ノウハウの継承を図り、業務継続性を確

保できる人材育成に努めます。 

 

◆平成 28 年度からの中学校給食の実施に向け

て、献立の検討や中学校との連携を行うため

の体制づくりを進めます。 

 

◆単独調理場等の小規模職場における服務規律

の確保のため、職員研修等を通じての指導育

成を強化するなど、適切な管理に努めます。 

 

◆枚方市地域防災計画の改訂に併せて、枚方市

教育委員会災害対応マニュアルを改訂するな

ど、大規模災害に備え、体制の見直しを図る

とともに、職員の危機管理意識の向上を図り

ます。 

 

 

 

＜ホームページ・情報発信の充実＞ 

◆本市教育委員会の活動や学校園における学習

環境整備状況など、子どもたちの教育環境に

かかわる情報を保護者や市民にわかりやすく

提供するとともに、都市ブランドである「教

育文化都市ひらかた」の発信に努めます。 

テーマ 取り組み内容・目標 

業務の執行の再検

討とマニュアルの

効果的な活用 

効果的・効率的な執行の観

点から、業務の流れを再検

討し、改善に努める。また、

円滑な事務執行に向けて

業務マニュアルを作成す

る。 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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また、学校園の安全対策、学校規模等の適正

化の推進、学校給食の充実などの取り組みに

ついても、広報ひらかたやホームページへの

掲載、ＦＭひらかたへの出演など、市民にわ

かりやすい情報発信に努めます。 

 

◆教育委員会制度改革における本市の対応につ

いて、ホームページ等を通じて市民に広報し

ます。 

 

◆中学校給食の取り組み状況について、広報ひ

らかたやホームページ等を通じて情報提供を

行うとともに、試食会等を通じて意見聴取に

努めます。 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 教職員の定数管理及び学級編制に関すること。 

(2) 生徒指導及び安全指導に関すること。 

(3) 小学校及び中学校への就学に関すること。 

(4) 児童、生徒及び園児の健康に関すること。 

(5) 学校園の教育課程に関すること。 

(6) 教職員の研修に関すること。 

 

 

枚方市教育委員会は、「人とふれあい ともに

学び 豊かな心を育む」～子どもたちの健やか

な成長と学びを支え、社会を担う人材を育てる

～を教育目標としています。（「枚方市教育委員

会 各部の運営方針」参照） 

学校教育部は、教育委員会の中で教職員の定

数管理や研修、学校園の教育課程や学級編制、

生徒指導や安全指導、就学や子どもたちの保健

などに関する事務を担います。 

平成２７年度は、基本目標である「笑顔あふ

れる学校園」、「学ぶ喜びのある学校園」、「信頼

される学校園」に基づき、小中連携の推進、学

校園運営体制の整備など、小中 9 年間を見通し

た学力向上と質の高い教育環境づくりを推進し

ます。 

 

 

◆小中連携の推進・充実 

知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」

をはぐくむため、「学習規律の確立」を基盤と

して、各中学校区における小学校と中学校の連

携を軸に、義務教育９年間を見通したカリキュ

ラム（指導計画）の実践に取り組むなど、学び 

 

 

の連続性の確立に向けた研究を推進します。 

また、教育指導課に「小中一貫・学力向上推

進グループ」を設置し、「小中連携」から「小中

一貫」へ、平成28年度以降の新たな取り組みの

計画を策定します。    

 

◆学校園運営体制の整備・充実 

児童一人ひとりに向き合うきめ細かな指導を

充実させるため、支援学級在籍児童を含んで35

人以下とする市独自の少人数学級編制を小学校

第４学年まで拡充して実施します。少人数学級

編制によるきめ細かな指導を通して、支援学級

在籍児童との交流や共同学習の充実を図り、児

童一人ひとりの「確かな学力」及び「豊かな心」

を育成し、「生きる力」をはぐくみます。 

 

 

 

教職員課 

児童生徒支援室 

学務課 

教育推進室教育指導課 

教育推進室教育研修課 

＜平成 27 年度＞ 

学校教育部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 84 名 

再任用職員 3 名 

任期付職員 80 名 

非常勤職員  78 名 

合計  245 名 

＜教育機関の職員を含む＞ 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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◆学習指導と心の教育の充実 

①研究授業や教材・教具等の充実を通して、教

職員の指導力向上と授業改善に努めるととも

に、各学校の実態に応じて作成した特色ある

学力向上プランに基づき、児童・生徒の学力 

向上に取り組みます。 

また、自学自習力支援システムを、朝学習、

授業、放課後学習、家庭学習において活用し

て、一日の連続した学びの確立と家庭学習の

充実に取り組み、児童・生徒の自ら学ぼうと

する力の育成と基礎･基本の定着を図ります。 

さらに、家庭における学習習慣が身につくよ

う、家庭教育の重要性について発信していき

ます。 

 

②全中学校に各校１名の外国人英語教育指導助

手（ＮＥＴ）を、全小学校に英語が堪能な日

本人の英語教育指導助手（ＪＴＥ）を配置し、

学校の取り組みを支援することにより、「読

む」「書く」「聞く」「話す」力をバランスよく

育む授業の実践と、児童・生徒の英語学習へ

の意欲を高める取り組みの充実をめざします。 

 

③小学生陸上競技大会、小学生駅伝競走大会、

小学校合同音楽会、漢字をテーマに思いを伝

える作文コンクール、菊のひらかた・菊咲か

そう体験事業など、子どもたちが様々な体験

を通して豊かな心を育む事業を実施します。 

 

 

④学校司書を配置した中学校３校がそれぞれ核

となり、校区内の小学校と連携した学校図書

館の充実及び活用、読書活動の推進を図りま

す。司書教諭、学校司書、学校図書館ボラン

ティアが協力し、市立図書館とも連携しなが

ら、学校図書館の「読書好きの子どもたちを

育てる役割」、「子どもたちの学習活動を支援

する場としての役割」を充実することで、家

庭においても自発的に読書に親しむ習慣を身

につけさせ、子どもたちの言語力を育みます。 

 

⑤枚方市が取り組んでいる「教育」を広く市民

に発信するとともに、教職員研修の一環とし

て、算数・数学の指導を通した「考える力」

の育成をテーマに教育フォーラムを開催しま

す。 

 

◆生徒指導の充実 

①全中学校に市独自の教員を配置することで、

生徒指導主事等が、暴力行為をはじめとする

様々な問題行動の未然防止に取り組むととも

に、問題行動が生起した際には、生徒指導主

事等が核となり、迅速かつ適切な対応ができ

る組織体制をさらに強化していきます。 

 

②平成２６年７月に策定した「枚方市いじめ防

止基本方針」に基づき、学校と連携した、い

じめ・体罰の防止に取り組みます。また、い

じめや不登校等諸課題の早期発見・早期対応

を行うため、総合電話窓口として、「子どもの

笑顔守るコール」による児童・生徒・保護者

等からの相談体制のさらなる充実を図ります。 

 

③不登校状態にある児童・生徒の学校復帰をめ

ざし、教育文化センター内に適応指導教室（ル

ポ）を開設します。ルポは不登校児童・生徒

の居場所として、専門家による定期的なカウ

ンセリングや学校と連携した登校機会を設け

る取り組み等、自立のための支援・指導を行

います。 

 

④人権問題に関する正しい知識の習得及び課題

解決に取り組むとともに、豊かな人権意識・

人権感覚と自他を尊重し認め合う実践力をも

ち、自ら考え行動できる人間の育成をめざし

た人権教育の推進及び人権侵害事象等の未然

防止に努めます。 

 

⑤子どもの安全を確保する観点から、学校園メ

ール配信システムを活用し、枚方市立学校園

から子どもの安全に関わる情報や緊急連絡等

を、保護者へ電子メールにて、迅速に情報配
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信します。また、「火災」「風水害」「地震」等

を想定した避難訓練の実施、地域住民と共に

避難所生活を想定した体験を行う学校防災キ

ャンプ事業の実施等、子どもたちが自らの危

険を予測し、回避する能力を高めることがで

きる力の育成を図ります。 

 

◆支援教育の充実 

発達障害等があり教育的支援を必要とする幼

児・児童・生徒に対する個に応じた指導の一層

の充実を図るために、特別支援教育士・臨床心

理士等の専門家を学校園に派遣し、幼児・児童・

生徒への指導について教職員に指導・助言を行

います。あわせて、幼児の保護者からの相談に

応じることにより、幼稚園と家庭との連携及び

支援に努めます。 

また、非常勤講師を配置し、支援教育コーデ

ィネーターの受け持つ授業時間を軽減すること

により、支援教育コーディネーターが、配慮を

要する児童・生徒の状況把握や支援、関係諸機

関との連携等を行う時間を確保します。 

文部科学省委託事業を大阪府から再委託を受

けて、発達障害の可能性のある児童・生徒等の

幼小中高の移行期において、円滑かつ適切な引

継ぎが行えるよう調査研究に取り組みます。 

 

◆教職員研修の充実 

「学び続ける教職員」を育成し、枚方の子ど

もたちの「生きる力」をはぐくむことを目的と

して、本市独自の教職員研修計画に基づき、教

職員の経験・職務に応じた基本研修及び教育課

題や教科等の専門性を高める専門研修を実施し

ます。あわせて、本市の教育課題に応じたカリ

キュラムによる初任者研修・10年経験者研修等

も実施し、「教育公務員としての倫理観・規範意

識」「子ども理解や集団づくりに必要な資質・能

力」「学年経営や学校経営などに必要なマネジメ

ント力」「教科等の専門性や多様な教育課題に対

応できる授業力」を有する教職員の育成を推進

します。    

 

 

 

 

◆幼稚園教育の充実 

国の子ども・子育て支援新制度を踏まえ、市

立幼稚園の運営・配置計画に基づき、通常の教

育時間終了後に「預かり保育事業」を実施しま

す。本事業により、幼児の心身の健全な発達を

促すとともに、幼児教育の充実と保護者の子育

て支援及び就労支援の充実を図ります。 

あわせて、２、３歳の未就園児が安心して遊

び、保護者が交流できる場として市立幼稚園で

「幼児教育教室事業」を実施し、家庭の教育力

を高め、子育て不安の軽減等を図ります。    

    

    

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

２．まちづくりの

学習機会の充実 

小学校第３・４学年の社会

見学、出前授業の活用等、

学習プログラムの充実を

図る。 

１１．体験学習の

充実 

関係機関と連携し、施設の

訪問・交流活動などの体験

学習の充実を図る。 

１３．防災教育の

充実・防災キャン

プの推進 

子どもたちが参画する防 

災訓練「学校防災キャン 

プ」を推進する。 

３９．業務委託の

拡大 

交通専従員・交通指導員の 

業務内容の整理、配置基準 

の見直しを行い、業務委託 

の拡大を進める。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

満足度の高い窓

口・電話対応 

効果的な部内研修を実施 

し、今後も丁寧な対応に努

める。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

79



 

◆本市独自の取組みである、少人数編制や生徒

指導体制を充実するために、市費で教員を配

置する経費として３億２４４１万３千円の予

算を計上しています。 

 

◆幼稚園保護者支援充実事業として、非常勤職

員 7 人の経費 794 万１千円ほか、幼児教育

教室事業費 275 万 6 千円、預かり保育事業

費 582 万 3 千円を計上しています。 

 

 

◆幼児教育の充実を図る施策の新たな枠組みを

構築するにあたり、子ども・子育て支援新制

度の施行に伴い廃止した「私立幼稚園幼児保

育助成金」にかかる予算を活用するなど、効

率的な予算編成に努めています。 

 

◆課題を抱えた子どもを支援するため、不登校

支援協力員、法律相談員、学校問題サポート

員、スクールソーシャルワーカー、帰国児童

等に対する教育指導員など多様な人材活用の

経費として、237９万３千円の予算を計上し

ています。 

 

◆自学自習力支援システム活用事業において、

パソコンの入替え費用の 992 万円を含む、

学習コンテンツ使用料 2437 万 3 千円の予

算を計上しています。 

 

 

 

◆学校教育部では、各学校園における質の高い

教育環境づくりのため、目標の共有化を図り、

部内の緊密な連携による効果的な組織運営及

び学校教育担当者の資質向上に努めます。 

 

◆「学び続ける教職員」を育成し、枚方の子ど

もたちの「生きる力」をはぐくむことを目的

として、本市独自の教職員研修計画に基づき、 

授業力の向上をはじめとする教職員の資質向

上を図ります。 

 

◆学校教育部教育指導課に、「小中一貫・学力

向上推進グループ」を新たに設置し、小中一

貫教育を視野に入れ、小中9年間を見通した

学力向上に努めます。 

 

 

 

◆ホームページ・情報発信の充実 

学校園や教育委員会主催の特色ある取り組み

を「枚方市教育フォーラム」などの開催により

広く市民に周知するとともに、ホームページ・

広報・FMひらかたなどを活用し、「教育文化

都市ひらかた」を広く発信します。 

また、各学校園の日常の教育活動などを、ホ

ームページに掲載するなど、保護者、市民への

情報発信に努めます。 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 社会教育に係る調査研究、企画立案に関すること。 

(2) はたちのつどいに関すること。 

(3) 文化財に係る調査研究、保存活用に関すること。 

(4) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 

(5) 社会体育及びｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝに関すること。 

(6) 図書館サービスに係る企画・運営に関すること。 

(7) 所管施設の管理運営に関すること。 

 

 

枚方市教育委員会は、「人とふれあい ともに

学び 豊かな心を育む」～子どもたちの健やかな

成長と学びを支え、社会を担う人材を育てる～

を教育目標としています。（「枚方市教育委員会

各部の運営方針」参照） 

その中で社会教育部は、「学びを支え心をつな

ぐ社会教育の推進」、「歴史文化遺産の保存と活

用」、「スポーツ活動の活性化」、「生涯学習を支

援し、情報活用環境を高める図書館サービスの

充実」を基本目標としています。 

平成 27 年度は、「社会教育の推進」、「歴史文

化遺産の保存・活用」、「スポーツ施策の推進」、

「スポーツ施設の整備」、「市民の生涯学習の支

援」、「図書館資料の計画的・系統的な収集」を

主要施策とし、社会教育全般の推進を図ります。 

 

 

 

◆社会教育の推進 

人が地域で生活する上で必要となる知識や技

術を提供するために、「社会教育基礎講座」や家

庭教育支援事業として「思春期セミナー」、「子

育て応援・親学習講座」、父親の家庭教育への参

加を促すための講座等を開催します。 

 

子育て応援・親学習講座 

 

◆歴史文化遺産の保存・活用 

①特別史跡百済寺跡再整備事業 

再整備工事に着手し、平成 30 年度の完成を

目指します。平成 27 年度は、敷地造成、排水

設備、下水道設備工事等を行います。また、築

地大垣復元設計を行います。 

特別史跡百済寺跡 

社会教育課 

文化財課 

スポーツ振興課 

中央図書館 

＜平成 27 年度＞ 

社会教育部の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 75 名 

再任用職員 5 名 

任期付職員 64 名 

非常勤職員 16 名 

合計 160 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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②楠葉台場跡保存整備事業 

楠葉中之芝土地区画整理事業による造成工事

で、史跡の暫定整備が完了することにより、供

用を開始します。また、史跡指定地の公有化を

進めます。 

 

◆スポーツ施策の推進 

①トップアスリートとのふれあい事業 

トップアスリートとふれあう機会をつくるこ

とで子どもたちの夢を育み、青少年のスポーツ

への関心を高め、夢と魅力あふれるまちづくり

に寄与します。平成 27 年度は陸上競技と野球

のトップアスリートを招聘し、教室を開催しま

す。 

 

②市民スポーツカーニバル開催事業 

市民の体力向上と健康増進を図るため、体育

の日にスポーツ事業を実施します。平成 27 年

度は市民スポーツカーニバルの一環で「見るス

ポーツ、支えるスポーツ」として全国ソフトバ

レー・シルバーフェスティバルを開催します。 

 

◆スポーツ施設の整備 

春日テニスコート（７面）の平成 27 年度中

の供用開始に向けて準備を進めます。 

平成２７年４月より、ひらかた東部スタジア

ムの供用を開始し、市民のスポーツ活動を支援

します。 

 
ひらかた東部スタジアム 

 

 

 

 

 

 

◆生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管

理者制度導入 

サービス向上と効率性の観点から、生涯学習

市民センターと図書館の複合施設に指定管理者

制度を導入します。平成 27 年度は、平成 28

年 4 月からの 2 施設への先行導入に向けて、所

定の手続きを進めます。 

 

◆市民の生涯学習の支援 

①第３次グランドビジョンの策定 

平成 27 年度で計画期間が終了する市立図書

館第 2 次グランドビジョンに代わる、これから

の市立図書館が目指すべき方向性を示す市立図

書館第３次グランドビジョンを策定します。 

 

②子ども読書活動推進事業 

乳幼児から小学生を対象としたおはなし会な

どのほか、ブックリストの作成・配布や、ビブ

リオバトルなどの開催により、中高生を中心と

するヤングアダルト層までの子どもたちが、読

書に親しみ、楽しめる環境づくりを推進します。 

 

③学校図書館支援事業 

小中学校に対して、団体貸出及び配本事業の

充実、学校訪問おはなし会の実施等、学校図書

館への学校司書の派遣を行い、学校図書館支援

を強化します。 

また、図書館コンピュータシステムの更新に

合わせて、市立図書館と学校図書館のオンライ

ン化をめざします。 

 

学校司書によるオリエンテーション 
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◆図書館資料の計画的・系統的な収集 

図書・雑誌・オーディオビジュアル資料・電

子情報等の幅広い情報を計画的・系統的に収集

し、提供します。 

また、「枚方地域コレクション」の充実と、ホ

ームページを活用した魅力発信により、利用の

促進を図ります。さらに、枚方市が作成した歴

史関連資料などを電子化して提供することを検

討します。 

 

 

＜行政改革実施プラン（前期）の改革課題＞ 

改革課題 取り組み内容・目標 

19.市有財産等の

有効活用 

④野外活動センタ

ー活用計画の策定 

野外活動センターの本来

の設置目的である青少年

の健全育成の場として、学

校キャンプの計画から実

施までを全面的にサポー

トする「学校キャンプ支援

事業」を本格実施する。そ

の後において、施設利用の

検証を行い、今後の方向性

を示す。 

27.市内スポーツ

施設の管理運営体

制の一元化 

スポーツ施設の管理運営

体制一元化に向け諸課題

の整理を行う。 

28．生涯学習施設

と図書館の効率的

な管理運営 

平成 28 年 4 月からの 2

複合施設（蹉跎・牧野）へ

の指定管理者制度の先行

導入に向けて、所定の手続

きを進める。 

29.外郭団体等に

お け る 中 期 的 な

「経営プラン」の

策定 

（公財）枚方市文化財研究

調査会に対しては、「経営

プラン」を策定するようは

たらきかけるとともに、行

政との役割分担など、課題

解決に向けて検討する。 

（公財）枚方体育協会が策

定した「経営プラン」（H 

24～H28）の検証を踏ま

え、次期策定に向けて体育

協会への働きかけを行う。 

44.施設の使用料

の見直し 

③市立学校園の施

設開放事業 

市立学校園施設開放事業

と市立小中学校体育施設

開放事業との整理・調整及

び電気使用料等の実費相

当額の負担について具体

化に向けた検討を進める。 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

事務事業 取り組み内容・目標 

各種スポーツ大会

等開催事業 

市民の体力向上、健康増進

とスポーツ活動の活性化

を図るため、総合体育大会

を実施する。ラグビーカー

ニバル及びレクリエーシ

ョン事業については、より

多くの市民が気軽にスポ

ーツに親しむ機会となる

よう、事業内容の充実を図

る。 

民間スポーツ施設

等開放補助事業 

民間スポーツ施設等開放

補助事業については事業

のあり方を見直し、平成

27年度から市の委託事業

として民間スポーツ施設

開放を実施する。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

市民対応における

市民満足度の向上 

市民等からの社会教育分

野における専門的な問合

せに対し、各分野において

所属職員が同じレベルで

対応できるよう引き続き

知識や情報の共有化を図

る。 

省エネ意識の向上 普段から自ら省エネを意

識し、事業やイベントにお

いても省エネ行動を励行

するとともに、所属職員が

省エネ行動を励行するよ

う注意を促す。 
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◆文化財保存事業に国庫補助金の活用を図りま

す。（５件 5９１１万３千円） 

 

 

 

◆文化財行政やスポーツ行政、図書館行政など

様々な分野を担当する社会教育部において、

各分野の職員が日常業務を通じて、担当する

分野の専門的な知識や技術の習得を行い、資

質の向上を図ります。また、質の高い市民サ

ービスを提供するため、職員研修を実施する

など人材育成に努めます。 

 

◆職員一人ひとりが普段から市民目線に立った

事務改善を意識し、時間外勤務の縮減など、

より一層効果的・効率的な事務執行に務めま

す。 

 

 

 

◆ホームページの充実 

わかりやすい表現、事業決定後の迅速な掲載

を心がけるなど、社会教育部関係の事業を効果

的にＰＲします。また、開催結果や参加者の感

想などをタイムリーに伝え、ホームページの魅

力アップを図ります。 

 

◆効果的な事業ＰＲ 

広報やホームページだけでなく、対象を意識

した適切な媒体の活用や他の市主催事業など

様々な場面を通じて、さらなる事業宣伝活動を

行います。また、マスコミへの情報提供を積極

的に行い、「教育文化都市ひらかた」を広く発信

していきます。 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

84



■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 選挙､国民審査及び国民投票の管理執行に関する 

こと。 

(2) 選挙人名簿及び投票人名簿の調製に関すること。 

(3) 選挙の啓発に関すること。 

(4) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。 

(5) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。 

(6) 直接請求に関すること。 

 

 

法令に基づいた「選挙事務の適正・円滑な執

行管理」に努めるとともに、有権者が政治や選

挙に関心を高める啓発等の取り組みを進めます。 

また、地方選挙の執行に向けて万全な準備を

進めるとともに、職員のスキルアップに努めま

す。 

 

 

 

◆任期満了選挙の適正かつ円滑な管理執行 

任期満了選挙について公正で、適正かつ効率

的な選挙事務の管理執行に努めます。 

・第１８回統一地方選挙（大阪府議会議員選挙

平成 27 年 4 月 12 日執行及び枚方市議会議

員選挙平成 27 年４月 26 日執行） 

・枚方市長選挙（平成 27 年 9 月 22 日任期満

了） 

・大阪知事選挙（平成 27 年 11 月 26 日任期

満了） 

・菅原、氷室財産区議会議員選挙（菅原、氷室

とも平成 28 年 1 月 27 日任期満了） 

 

 

 

 

◆投票所の適正配置 

有権者の増減に伴い、投票の利便性や事務執

行の効率性を検討した上で、投票しやすい環境

づくりを目指します。 

 

◆選挙啓発事業の推進 

有権者が政治や選挙への関心を高めるため、

講座やセミナーの実施や、投票を呼びかける

選挙時の啓発、若年層の投票率を向上させる

取り組みとして、市内大学での啓発活動を明

るい選挙推進協議会と共同して進めます。 

また、将来の有権者である小・中学生を対

象に、選挙に関するポスターコンクールを開

催します。 

 

〈平成 2６年 1１月に実施した 

関西外国語大学キャンパスでの活動風景〉 

 

 

＜平成 27 年度＞ 

選挙管理委員会事務局の運営方針 

 
＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 8 名 

再任用職員 1 名 

任期付職員  - 名 

非常勤職員  - 名 

合計 ９名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 

85



 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

厳正・円滑な開票

事務 

平成 27 年度の地方選挙

の執行にあたり、現状の問

題点等を検討し、円滑な開

票事務の執行につなげる。 

 

 

 

◆平成 27 年度の地方選挙等について事務の効

率化を進め、経費削減を効果的に行うため、

引き続き事務の見直しを進めます。 

 

 

 

◆地方選挙の適正な管理執行を行うため、日頃

から情報収集に努め、事務局内で選挙事務に

関する知識・ノウハウの共有化を図ります。 

 

◆公職選挙法の知識をより深めるために、府下

各市の選挙管理委員会で組織する研究会に参

加するとともに、職場での勉強会を開催し、

平成 27 年度の選挙事務に対応できるよう、

職員力の向上に努めます。 

 

 

 

◆ホームページの充実 

選挙に関する各種情報を有権者によりわかり

やすく情報発信するとともに、投票・開票結果

についても速やかな情報提供に努めます。また、

ホームページのほか、ツイッターなどを活用し、

きめ細やかな情報発信を行います。 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等 

監査、住民監査請求に基づく監査及びその他特別 

監査に関すること。 

(2) 例月現金出納検査に関すること。 

(3) 決算審査、基金の運用状況審査、財政健全化審査 

に関すること。 

 

 

 

本市がめざす「市民が誇れるまち」にふさわ

しい公正で効率的な事務執行が行われているか

をチェックし、必要な改善を促す立場の行政委

員会として、対象部署への各種監査、例月現金

出納検査及び決算審査等について、平成 27 年

度年間監査計画に基づき実施します。 

監査日程については、市議会や本市の主要な

スケジュールも考慮した設定に努めます。 

 

 

 

◆定期監査〔地方自治法 199 条 4 項〕 

年間監査計画に基づく定期監査として、平成

27 年度は 4 つの部、市立ひらかた病院及び教

育機関について、財務に関する事務の執行状況

等の監査を行います。事務局は書類の審査及び

現地調査等を通じて、対象部署の事務の執行状

況全般を監査委員の協議の場へ報告します。 

監査委員は、対象部署への聴取の後、指摘事

項や意見要望事項等の監査結果の講評を経て市

議会、市長等に提出、公表を行います。 

 

 

 

 

◆随時監査（財政援助団体等監査、同監査に伴

う所管部署に対する監査及び工事監査） 

〔地方自治法 199 条５項･7 項〕 

定期監査と同様に事務局による書類の審査及

び現地調査を行います。工事監査については、

技術士に調査業務を委託します。 

 

◆例月現金出納検査 

〔地方自治法 235 条の 2 1 項〕  

監査委員が毎月行う各会計の現金出納検査に

際し、事務局として事前に各会計の書類審査を

実施し、その結果を検査当日、監査委員に報告

します。 

 

◆決算審査及び財政健全化法に基づく審査 

 〔地方自治法 233 条 2 項〕 

市長から提出された前年度の決算書等につい

て、事務局として提出書類や数値の審査等を行

い、監査委員の協議の場へ報告します。 

監査委員は、関係部局への聴取を行うととも

に、会計ごとに意見をまとめ、決算審査意見書

として市長へ提出します。 

 

◆住民監査請求監査〔地方自治法 242 条１項〕  

住民監査請求が提出された場合は、事務局に

おいて形式的審査を行い、監査請求書を収受し、

請求要件の調査を行った後、受理の可否につい

て監査委員の協議に付します。 

＜平成 27 年度＞ 

監査委員事務局の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 8 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 - 名 

合計 ８名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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受理が決定された場合は、事前調査等を行い、

監査委員の協議の場へ報告します。 

監査委員は、陳述会等を経て、監査期間であ

る 60 日以内に監査結果を作成の上、請求人に

通知し、公表します。また、請求に理由がある

と認めるときは、市長等に勧告します。 

 

 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

監査委員全員協議

の効率化 

監査委員協議用資料とし

て事務局が作成する報告

書については、平成 26 年

度に作成方法を改善する

とともに、監査委員ごとに

ファイル化することで、読

みやすくするなどの工夫

を行った。 

今後は、監査委員に対する

事務局の説明手順を統一

化するなどにより、監査委

員の理解を促進し、全員協

議の一層の効率化を図る。 

 

 

 

◆平成 27 年度についても、事務局運営におけ

る効率的な予算執行に努めます。 

 

 

 

◆事務局協議の実施 

対象部署の書類の審査及び現地調査等を通じ

て得た情報について、職員間における課題の理

解や認識の共有化を行い、運営方針に基づく組

織目標の実現に向けて、適切な進行管理に努め

ます。 

 

◆研修の充実 

全ての部署を監査する立場であることから、

職場研修、派遣研修等を通じて、監査技術や手

法だけでなく、市政全般に関する知識や理解力

を高め、事務局職員としての分析及び説明能力

の向上を図ります。 

 

◆効率的な事務局運営 

班体制での業務運営と OJT を通じて異動者

の早期の習熟と育成を行い、事務局全体の効率

的な事務執行並びに時間外勤務の縮減に努めま

す。 

 

 

 

◆ホームページの充実等 

監査結果を公表後速やかに公式ウェブサイト

である「枚方市ホームページ」に掲載するなど、

説明責任の充実を図ります。 

庁内に対しては、グループウェア上の監査庁

内報「オーディット・フォーラム」の発行を通

じ、監査結果等をわかりやすく伝えていきます。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅴ  広報・情報発信 

88



■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 農業委員活動に関すること。 

(2) 農業委員会の会議に関すること。 

(3) 農地銀行に関すること。 

(4) 農地基本台帳の整備に関すること。 

(5) 農業者年金に関すること。 

(6) 農地法に基づく農地の取得・転用等の事務 

処理に関すること。 

 

 

農業委員会は、26 名の農業委員により構成

された行政委員会で、農地の権利移動について

の許可をはじめ農地法等の法令に基づく業務や、

農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を

中心に、地域農業の振興を図っていく業務を行

っています。 

農業者の代表として優良農地の確保に努め、

地域農業の課題解決や活性化に率先して取り組

むことなどを基本方針としており、農業委員会

事務局は、それらの業務が円滑に行えるよう努

めるとともに、国による農業委員会の再編の動

向を注視しながら、一層の事務の改善、効率化

を図ります。 

 

 

 

◆農地台帳の公表 

平成 27 年 4 月 1 日より、農地の効率的な利

用の促進を図るため、改正農地法に基づき農業

委員会事務局窓口において、農地台帳の公表を

行います。公表は、請求に基づき農地の地目、

面積、所有者の氏名など定められた項目を閲覧

してもらうことにより行います。 

 

 

あわせてインターネットでも農地台帳の公表

を行います。 

 

◆農地適正管理システムの向上 

法令業務や農地の適正利用の指導等の効率化

を図るため、国が開発する地図システムとのリ

ンクを検討します。 

また、平成 26 年度に行った市内在住の農業

者への調査と同様に、平成 27 年度は、市外在

住の農地所有者に農地情報の調査を行い、農地

台帳管理システム（農家、地番、面積等の農地

情報のデータベース）の精度の向上を図ります。 

 

◆農地銀行による農地貸借の結び付けの強化 

農地の遊休化を防ぎ適正利用を図るため、農

地銀行（農地の貸借等を進める組織）による農

地貸借希望台帳の登載件数を増やし、農地の貸

し借りを希望する方々に閲覧していただくこと

で、双方の結び付けにつなげます。 

また、都市農業ひらかた道場の研修修了生等

の新規就農者においての利用権設定については、

市と連携して取り決めを行い、就農に必要な農

地確保に向けた取り組みを推進します。 

＜平成 27 年度＞ 

農業委員会事務局の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員  7 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 - 名 

合計 7 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を

除く 

■ 基本方針 ■ 

Ⅰ  重点施策・事業 
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＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

効率化を図るシス

テム作り 

農家、地番、面積等の農地

情報を管理する農地台帳

管理システムと、国が開発

する地図システムとのリ

ンクを検討することによ

り、農地の適正な現況把握

や各種調査のための地図

作成に係る事務作業の効

率化を図る。 

窓口での相談体制

の整備 

窓口へ来局される相談者

の相談体制を整え、相談の

適正化やサービスの向上

を図る。 

事務処理のチェッ

ク体制の強化 

現地調査の事務処理手続

きに関する手順を作成し、

チェック体制の強化を図

る。 

 

 

 

◆農地台帳管理システムの精度向上に向けて行

う市外在住の農地所有者に対する農地情報等

の調査において、国の補助制度の活用を図り

ます。 

 

◆農業委員とともに農業者年金の加入推進活動

を行い、新規加入者を増やすことにより、手

数料等の交付金の増収を図ります。 

 

◆事務経費や農業委員研修会の再点検を行い、

消耗品や旅費等の縮減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆事務局内において運営方針に基づく組織目標

の共有化を行うとともに、目標達成を確実に 

するため、各業務の取り組みに係る進捗管理

の徹底を行います。 

 

◆朝礼時にスケジュール等の確認を行い、情報 

の共有化を図ることにより、組織力の向上を

図ります。 

 

◆各種研修会や府下等の業務担当者会議に積極

的に出席するとともに、北河内地区の各農業

委員会事務局との連携などを通じて、法令事

務等にかかるスキルアップに努め、職員力の

向上を図ります。 

 

 

 

◆ホームページの充実 

平成 27 年 4 月 1 日より運用されるホームペ

ージ上での農地台帳公表システムを本市ホーム

ページから閲覧できるようにします。 

また、農業委員会での手続き等が、より分か

りやすくなるよう、ホームページの改善に努め

ます。 

 

◆市内農業者向け情報誌の発行 

定期的に発行している「枚方市農委だより」

について、農家に必要な情報を適時提供できる

ように内容等の充実を図り、農業委員会活動が

より身近に感じていただけるよう努めます。 

 

 

 

Ⅲ  予算編成・執行 
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■基本情報■ 

＜担当事務＞ 

(1) 本会議等の運営に関すること。 

(2) 議長・副議長の秘書に関すること。 

(3) 政務活動費の交付に関すること。 

(4) 本会議等の記録作成に関すること。 

(5) 枚方市議会報の発行に関すること。 

(6) 議員の調査・研修に関すること。 

(7) 議会の政策法務に関すること。 

 

市議会事務局は、枚方市議会において、地方

自治法及び条例に基づき設置されている組織で、

市議会議長のもとで市議会の運営に関する諸事

務を所管しています。 

 

 

 

 

 

市議会議場（市役所本館 4F） 

平成 27 年度は、市議会議員の改選期に当た

り、4 月実施の選挙から議員定数が２人削減さ

れた 32 人となります。また、５月からは通年

議会が導入されるなど、新たな運営体制のもと

で、「信頼される議会」の実現に向け、大きな転

換期を迎えることになります。 

市議会事務局では、こうした状況に適正に対

応するとともに、引き続き公正・円滑・活発な

議会運営が行われるよう、外部研修やＯＪＴを

活用し、積極的に機能強化を図ります。 

また、各常任委員会が年度単位で行う所管事 

務調査が定着していることから、こうした活動 

のサポートを的確に行っていきます。 

 

◆市議会事務局の機能強化 

二元代表制の一翼を担う議会がその役割を十

分に果たせるよう、市議会事務局における調査

機能や政策法務機能の強化に努めます。 

また、改選後の平成 27 年度においては、初

当選の議員も含めた運営となる常任委員会の所

管事務調査等が円滑に進められるよう、事務局

としてサポートに努めます。 

 

◆通年議会の実施 

平成 27 年 5 月から通年議会が導入されます。

これにより、会期に制限されず、必要に応じて

議会が主体的・機動的に本会議を開き、活動で

きるようになります。導入後は、円滑な会議運

営に努めるとともに、さらに充実した運営体制

構築のため、課題の検証を行います。 

 

◆会議録検索システムの運用 

新たに導入した会議録検索システムの運用に

伴い、従来掲載していた本会議や予算・決算特

別委員会の会議録だけでなく、平成 26 年 4 月

以降に開催された常任委員会や議会運営委員会

等の会議録についても適宜掲載を行うなど、掲

載情報の充実を図ります。 

 

 

＜平成 27 年度＞ 

市議会事務局の運営方針 

＜部の職員数＞H27 年 4 月 1 日現在 

正職員 19 名 

再任用職員 - 名 

任期付職員 - 名 

非常勤職員 - 名 

合計  19 名 

※他団体等への派遣職員、臨時職員を除く 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 
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◆傍聴に関する取り組み 

市役所本館1階の市民室前待合ロビーに設置

された市政情報モニター（写真）やホームペー

ジ等を活用し、引き続き、本会議等の傍聴を積

極的に呼びかけます。 

また、平成 27 年 2 月に作成した傍聴者対応

マニュアルを活用し、本会議等で傍聴者に異常

（体調不良等）があった場合でも適切に対応で

きるよう努めます。 

 

市政情報モニター（市役所本館 1F） 

 

◆災害時における支援活動体制の強化 

平成 26 年度に実施した市議会災害対策連絡

会議の設置訓練における課題を踏まえて作成し

た「災害伝言ダイヤル操作ガイド」を活用した

訓練を実施します。 

また、平成 27 年 5 月より通年議会が導入さ

れるため、災害発生時にも迅速かつ円滑に「緊

急議会」が開催・運営できるよう、こうした場

合に提出が想定される議案等について、平時か

ら調査研究に努めます。 

さらに、災害時における現地調査・視察等の

議会活動に必要な防災服を、全議員に配付しま

す。 

 

◆災害発生時における新たな通信手段の検討 

上記「災害伝言ダイヤル」に加え、さらに災

害発生時の通信手段を確保するため、新たなシ

ステムの導入を検討します。 

 

◆他の市議会との広域的な連携 

他の市議会との広域的なネットワークを本市

議会の運営に十分活用できるよう、全国・中核

市・近畿・大阪府・河北の各市議会議長会など

の各種団体が実施する事業への積極的な参加を

促すとともに、他市事例や国の動きなどの情報

把握に努めます。 

また、平成 27 年 7 月に開催される河北市議

会議長会の実施担当市であることから、開催準

備や当日の運営などを行います。 

 

◆議会関係の設備の充実 

円滑な会議運営と活発な議員活動をサポート

するため、議会関係の設備の適正な維持管理に

努めるとともに、必要に応じて設備の修繕また

は更新を図ります。 

 

◆新任期の円滑な運営 

平成 27 年 4 月の市議会議員の改選後の議会

運営を円滑に進められるよう、速やかに全議員

を対象とした議員総会及び初当選の議員を対象

とした説明会を開催します。 

なお、初当選の議員に対しては、市政に対す

る知見を深めるための研修会を別日程で実施し

ます。 

また、改選後に必要となる各種データ、シス

テムの更新に努めるとともに、改選に合わせて

作成する「枚方市議会例規解説集（八訂版）」を

全議員に配付します。 

 

 

 

＜改革・改善サイクルに係る対応＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

議員調査・研修事

務 

議会図書室に配架する資

料等の充実を図る。 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

議会図書室の運

営の効率化 

これまで議会図書室へ配

架していた図書の追録の

一部について、データ配信

サービスを利用すること

により廃止し、事務経費の

削減を図る。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 
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超過勤務の縮減

およびワークラ

イフバランスの

推進 

事務の繁忙期に限らず、事

務局一元化のメリットを

活かした事務応援体制の

充実・強化により、超過勤

務の縮減とワークライフ

バランスの推進を図る。 

業務改善の取り

組みの推進 

業務改善制度を活用し、各

グループごとに改善点の

抽出と対策の検討を行う

ことで、より効率的な業務

執行につなげるとともに、

職員一人ひとりの改善意

識の向上を図る。 

運営方針の共有

化 

「市議会事務局の運営方

針」を事務局職員が常に意

識して職務に当たれるよ

う、事務局内での掲示や概

要版の配付などにより、事

務局職員への周知徹底及

び局内共有化を図る。 

 

 

 

◆議会費の予算編成は、各派代表者会議で協議

するものとし、編成時に必要な資料の作成や質

問に対する説明など、事務局として適正な準備

を行います。 

 

 

 

◆研修等を活用した組織力の向上 

議会・議員の活動を適正かつ迅速にサポート

できるよう、次のことに取り組み、個々の職員

の知識・能力向上と事務局全体の機能強化を図

ります。 

・庁内外で開催される研修への積極的な参加を

促します。 

・計画的に OJT を進めます。 

・朝礼時間を活用して、全職員が講師を務める

研修を実施します。 

 

◆柔軟かつ効率的な事務執行体制 

事務局一局体制への移行後3カ年で明らかに

なった事務執行体制の課題を踏まえ、さらなる

事務分担の見直しや事務局内の応援体制など、

柔軟かつ効率的な組織運営を図ります。 

 

 

 

◆「枚方市議会報」等の発行 

議会報編集委員会の決定内容に沿って、本会

議の内容などをまとめた「枚方市議会報」（写真）

を年 6 回発行し、全戸配布しています（ホーム

ページにも掲載）。 

また、文字を読むことが困難な視覚障害者や

高齢者のために、「点字議会報」や「声の議会報」

を発行しています（声の議会報はホームページ

にも掲載）。 

今後も、編集に当たっては、季節を感じる写

真や歴史コラムを掲載するなど、読みやすく親

しまれる紙面となるよう、工夫に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市議会報 

 

◆市議会ホームページ等を活用した議会情報の

発信 

傍聴に来られない市民にも本会議の模様がわ

かるよう、ユーチューブを活用して一般質問や

代表質問の録画映像を配信するとともに、本会

議の日程や審議結果等については新着情報を随

時更新するなど、リアルタイムな情報発信に努

めます。 
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◆議会経費の透明性の向上 

議会交際費の支出状況や政務活動費の収支概

要に加え、政務活動費に係る議員単位の収支報

告書を新たに市議会ホームページへ掲載するこ

となどにより、さらなる議会経費の透明性の向

上を図ります。 
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